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緒
言

　
『
実
隆
公
記
』
は
、
室
町
時
代
後
期
の
公
卿
三
条
西
実
隆
（
一
四
五
五
～
一
五
三
七
）
の
日
記
で
、
書
状
や
折
紙
な
ど
の
反
故
の
裏
に
書

か
れ
た
自
筆
本
が
現
存
す
る
。
本
稿
は
、
そ
の
う
ち
の
約
二
十
日
分
の
註
釈
で
あ
る
。
二
〇
二
四
年
度
の
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
の
演
習
科
目
「
漢
文
学
特
殊
研
究
Ⅱ
」
（
通
年
）
で
、
発
表
者
が
作
成
し
、
三
人
で
検
討
を
加
え
た
レ

ジ
ュ
メ
に
基
づ
く
。
演
習
で
は
、
同
課
程
二
回
生
の
藤
原
静
香
が
二
月
六
日
～
八
日
、
十
一
日
、
十
五
日
・
十
六
日
、
十
九
日
条
、
前
期

課
程
修
了
生
で
大
学
院
研
修
者
の
柴
田
清
子
が
二
月
三
日
～
五
日
、
九
日
・
十
日
、
十
二
日
～
十
四
日
、
十
七
日
・
十
八
日
条
を
担
当
し

女
子
大
國
　

第
百
七
十
七
号　

令
和
七
年
九
月
三
十
日

『
実
隆
公
記
』
註
釈
稿

― 

文
亀
四
年
甲
子
（
一
五
〇
四
）
二
月
三
日
～
十
九
日
条 

―

藤

原

静

香

柴

田

清

子

中　

 

島　

 

和
歌
子



『
実
隆
公
記
』
註
釈
稿

143

た
。

　

取
り
上
げ
た
文ぶ

ん

亀き

四
年
（
一
五
〇
四
）
は
、
後ご

柏
か
し
わ

原ば
ら

天
皇
（
後
土
御
門
天
皇
第
一
皇
子
、
母
庭
田
朝あ

さ

子こ

、
四
十
一
歳
）
の
時
代
で
、

将
軍
は
第
十
一
代
足
利
義よ

し

澄ず
み

、
管
領
は
細
川
政
元
で
あ
る
。
甲か

っ

子し

革か
く

令れ
い

に
よ
り
二
月
三
十
日
に
改
元
さ
れ
、
永え

い

正
し
ょ
う

元
年
と
な
る
。
実
隆

は
、
時
に
五
十
歳
で
、
正
二
位
・
権
大
納
言
だ
っ
た
（
『
公
卿
補
任
』
）
。
本
年
の
日
記
は
、
正
月
及
び
二
月
一
日
～
三
日
条
冒
頭
を
欠
く
。

　
『
実
隆
公
記
』
の
注
釈
と
し
て
は
、
吉
備
地
方
文
化
研
究
所
古
代
・
中
世
史
研
究
会
の
「
『
実
隆
公
記
』
を
読
む
会
」
が
、
二
〇
〇
七
年

度
に
、
最
初
の
文
明
六
年
甲
午
（
一
四
七
四
）
正
月
朔
日
の
記
事
か
ら
講
読
を
始
め
ら
れ
、
毎
月
の
開
催
で
、
二
〇
二
五
年
四
月
二
十
六

日
時
点
で
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
八
月
二
十
八
日
条
に
至
ら
れ
て
い
る
。
成
果
は
『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

ワ
ー
ド
と
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
の
デ
ー
タ
を
頂
戴
し
て
、
種
々
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　

さ
て
私
達
は
国
文
学
を
専
攻
し
て
お
り
、
政
治
や
経
済
な
ど
中
世
史
の
知
識
が
特
に
乏
し
い
。
藤
原
は
『
実
隆
公
記
』
に
も
登
場
す
る

岩
山
道ど

う

堅け
ん

の
和
歌
活
動
、
柴
田
は
古
代
の
和
歌
表
現
の
研
究
を
し
て
い
る
。
授
業
担
当
者
の
中
島
も
、
平
安
文
学
や
文
化
を
主
な
研
究
対

象
と
し
て
お
り
、
『
御
堂
関
白
記
』
な
ど
平
安
中
期
の
日
記
の
註
釈
の
経
験
し
か
な
い
。
室
町
時
代
の
日
記
の
註
釈
を
行
う
に
は
全
く
力
不

足
で
あ
り
、
ま
た
わ
ず
か
十
七
日
分
の
限
定
的
な
註
釈
で
は
あ
る
が
、
主
に
以
下
の
三
つ
の
理
由
か
ら
、
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

⑴　
「
『
実
隆
公
記
』
を
読
む
会
」
が
注
釈
を
さ
れ
た
時
期
か
ら
多
く
は
代
替
わ
り
し
て
お
り
、
同
じ
呼
称
で
も
指
す
人
物
が
異
な
る
。

　

⑵　

和
歌
や
物
語
な
ど
、
記
事
の
う
ち
文
学
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
私
達
に
も
あ
る
程
度
の
知
識
が
あ
る
。

　

⑶　

 

現
代
に
至
る
古
典
文
学
の
継
承
に
お
い
て
実
隆
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
公
家
で
あ
る
こ
と
は
、

原
勝
郎
『
東
山
時
代
に
於
け
る
一
縉
紳
の
生
活
』
（
創
元
社
、
一
九
四
一
年
）
以
下
の
先
行
研
究
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
よ
り
一

層
広
く
知
ら
れ
る
た
め
の
一
助
と
な
り
た
い
と
思
う
。
ま
た
実
隆
の
周
辺
に
は
、
粟
屋
親ち

か

栄ひ
で

な
ど
平
安
文
学
研
究
者
も
そ
の
存
在

や
思
い
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
古
典
愛
好
家
が
少
な
く
な
い
。
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以
下
、
間
違
い
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
註
釈
が
、
少
し
で
も
今
後
の
国
文
学
や
日
本
史
の
研
究
に
と
っ
て
、
何
ら
か

の
意
義
の
あ
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

（
中
島
）

註
釈
の
指
針
と
凡
例

一
、 

本
文
は
『
史
料
纂
集
』
第
四
期
『
実
隆
公
記
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。
底
本
は
、
実
隆
自
筆
本
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所

蔵
）
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
四
上
の
巻
末
掲
載
の
正
誤
表
を
反
映
さ
せ
た
。
但
し
、
字
体
は
基
本
的
に
現
行
の
も
の
を
用
い
た
。

一
、 

テ
キ
ス
ト
は
読
点
の
み
だ
が
、
訓
読
文
（
書
き
下
し
文
）
で
は
、
句
読
点
や
中
黒
（
並
列
の
場
合
）
に
変
え
た
。
追
加
も
多
い
。
会

話
文
な
ど
の
括
弧
記
号
も
付
し
た
。
話
題
の
切
れ
目
に
は
、 

」
を
入
れ
た
。
引
用
文
書
の
最
初
の
行
頭
に
、
❶
以
下
の
番
号
を
付
し
、

そ
の
末
尾
に
も
話
題
の
切
れ
目
と
同
じ 
」
を
入
れ
た
。

一
、
訓
読
文
で
は
、
小
字
の
割
注
は
、
〈　

〉
で
括
っ
た
。
但
し
「
云
々
」
は
、
小
字
で
も
〈　

〉
で
括
っ
て
い
な
い
。

一
、
訓
読
文
で
は
、
振
り
仮
名
を
含
め
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。
「
之
」
は
置
字
と
せ
ず
、
す
べ
て
読
ん
だ
。

一
、 

訓
読
文
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
、
欠
損
の
字
を
補
い
、
字
を
改
め
た
。　

前
者
の
例
＝
三
日
条　

御
□

（
門
）

徒
中　

→　

御
門
徒
中

一
、
欠
損
部
に
テ
キ
ス
ト
の
（　

）
内
と
は
別
の
字
を
推
定
す
る
場
合
な
ど
は
、
註
釈
で
触
れ
た
。

一
、
訓
読
文
の
註
釈
対
象
の
語
句
な
ど
の
右
肩
に
、
①
以
下
の
番
号
を
付
し
た
。

一
、
註
釈
の
内
容
は
、
人
名
お
よ
び
事
項
、
用
語
も
あ
る
が
、
文
学
関
係
を
、
や
や
詳
し
く
取
り
上
げ
た
。

一
、
複
数
回
登
場
す
る
も
の
は
、
基
本
的
に
初
出
に
ま
と
め
た
（
「
既
出
」
の
語
は
略
）
。
但
し
、
各
記
事
の
内
容
に
関
わ
る
補
足
を
し
た
。

一
、 

註
釈
の
出
典
の
う
ち
、
年
月
日
の
み
は
『
実
隆
公
記
』
で
あ
る
。
同
記
の
紙
背
文
書
等
の
「
／
」
は
、
本
文
の
改
行
箇
所
を
示
す
。

い
ず
れ
も
返
り
点
な
ど
を
加
え
た
。
『
公
卿
補
任
』
は
『
補
任
』
と
略
し
た
。
本
年
条
の
場
合
は
、
年
次
を
示
し
て
い
な
い
。
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一
、 
右
の
ほ
か
に
、
井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究 

室
町
後
期
〔
改
訂
新
版
〕
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
）
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
『
和

歌
文
学
大
辞
典
』
、
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
、
『
角
川
古
語
大
事
典
』
、
吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』
等
を
参
照
し
た
が
、
明

記
し
て
い
な
い
。

（
三
日
乙未

）
又
就
二
宮
御
方
事
仁
和
寺
宮
御
□

（
門
）

徒
中
不
可
存
疎
略
之
由
女
房
奉
書
可
被
出
之
間
事
、
真
光
院
僧
正
申
請
之
、
其
案
文
同
染
筆

了
、
兼
又
先
度
火
事
時
、
貞
宗
朝
臣
以
下
早
速
馳
参
之
条
神
妙
之
由
、
下
官
出
向
申
之
、
此
事
尤
畏
申
、
武
家
又
被
畏
申
云
□

（
々
）

、
以
御
書

種
々
被
仰
大
納
言
典
侍
之
子
細
等
有
勅
語
、
向
後
近
所
怱
劇
之
時
、
尤
可
有
用
意
之
事
也
、
今
夜
当
番
皆
参
祗
候
、

〔
註
釈
〕

（
三
日
、
乙
未
。
）
又
、
①
二
宮
の
御
方
の
事
に
就
き
、
②
仁
和
寺
宮
の
御ご

門も
ん

徒と

中
、
疎そ

略ら
く

を
存
ず
べ
か
ら
ざ
る
の
由
、
女
房
奉
書
、
出い

だ

さ
る

べ
き
の
間
の
事
、
③
真
光
院
僧
正
、
之
を
申
請
す
。
其
の
案
文
、
同
じ
く
染
筆
し
了を

は

ん
ぬ
。
」
兼
ね
て
又
、
④
先
度
の
火
事
の
時
、
⑤
貞さ

だ

宗む
ね

朝

臣
以
下
、
早さ

う

速そ
く

に
馳
せ
参
ず
る
の
条
、
⑥
神
妙
の
由
、
⑦
下げ

官
く
わ
ん

、
出
向
き
、
之
を
申
す
。
此
の
事
、
尤
も
畏
ま
り
申
す
。
⑧
武
家
も
又
、
畏

ま
り
申
さ
る
と
云
々
。
御ご

書し
よ

を
以
て
、
種
々
⑨
大
納
言
典す

侍け

に
仰
せ
ら
る
る
の
子
細
等
、
勅
語
有
り
。
向
後
、
近
所
⑩
怱
劇
の
時
、
尤
も
用

意
有
る
べ
き
の
事
な
り
。
」
今
夜
の
⑪
当
番
、
皆
参
り
祗
候
す
。
」

①
二
宮
の
御
方　

の
ち
の
覚か

く

道ど
う

法
親
王
（
一
五
〇
〇
～
一
五
二
七
）
。
後
柏
原
天
皇
第
三0

皇
子
、
母
は
庭
田
源も

と

子こ

。
明
応
九
年
八
月
十
一
日

誕
生
（
『
仁
和
寺
御
伝
』
他
）
。
「
二
宮
」
は
夭
折
し
た
第
一
皇
子
を
含
め
な
い
呼
称
。
時
に
五
歳
。
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
十
二
月
二
十
六

日
条
「
今
日
、
仁
和
寺
宮
〈
当
今
第
二
宮
、
御
母
新
典
侍
、
十
二

（
マ
マ
）

歳
〉、
御
得
度
。
戒
師
尊
海
僧
正
」。
親
王
宣
下
は
翌
年
。
八
日
条
参
照
。    

②
仁
和
寺
の
宮　

貞
常
親
王
の
王
子
で
、
後
土
御
門
天
皇
猶
子
の
道ど

う

永え
い

法
親
王
（
？
～
一
五
三
五
）
。　

③
真
光
院
僧
正　

尊
海
（
一
四
七

二
～
一
五
四
三
）
。
時
に
三
十
三
歳
。
久こ

我が

（
源
）
通
博
男
。
十
一
歳
で
真
言
宗
仁
和
寺
に
入
室
し
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
大
僧
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正
。
『
あ
づ
ま
の
道
の
記
』
『
尊
海
百
首
』
作
者
。
本
年
二
月
十
一
日
条
紙
背
に
、
二
月
三
日
付
け
尊
海
書
状
あ
り
。
真
光
院
は
、
応
仁
の

乱
の
際
に
本
尊
等
が
移
さ
れ
正
保
の
復
興
ま
で
仁
和
寺
の
本
坊
だ
っ
た
。　

④
先
度
の
火
事　

前
月
末
に
正お

お
ぎ
ま
ち

親
町
烏
丸
で
発
生
し
た
火
事

（
『
元
長
卿
記
』
正
月
二
十
九
日
条
）
。
内
裏
は
土つ

ち

御み

門か
ど

東
ひ
が
し
の

洞と
う

院い
ん

殿
で
、
ま
さ
に
「
近
所
」
。　

⑤
貞
宗
朝
臣　

伊
勢
（
平
）
貞
宗
（
一
四
四
四

～
一
五
〇
九
）
。
時
に
六
十
一
歳
。
足
利
義
政
の
寵
臣
貞
親
男
。
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
伊
勢
守
・
室
町
幕
府
政
所
執
事
、
同
十
五
年
従

四
位
下
、
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
山
城
国
守
護
職
。
義
政
男
義よ

し

尚ひ
さ

の
養
育
係
・
補
佐
役
で
、
自
邸
で
月
次
歌
会
を
催
す
な
ど
和
歌
・
連

歌
を
よ
く
し
た
。
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
五
句
入
集
。
伊
勢
流
故
実
の
大
成
者
。　

⑥
神
妙　

感
心
だ
、
立
派
だ
。　

⑦
下
官　

自
称
。
実

隆
自
身
。　

⑧
武
家　

将
軍
足
利
義
澄
。
十
九
日
条
参
照
。　

⑨
大
納
言
典
侍　

広
橋
（
藤
原
）
守
子
（
一
四
六
五
～
一
五
二
九
）
。
綱
光

女
。
時
に
四
十
歳
。
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
十
月
十
日
条
「
大
典
侍
病
気
、
大
略
難
義
也
。
三
品
事
、
所
望
之
由
、
被
二

仰
談
一
。
何
事
有

哉
之
由
申
了
。
勅
許
」
、
同
十
三
日
条
「
今
夕
、
大
納
言
典
侍
薨
去
云
々
。
六
十
五
才
。
哀
慟
無
極
」
。　

⑩
怱
劇　

せ
わ
し
く
忙
し
い
こ

と
。
こ
こ
は
火
事
。　

⑪
当
番　

禁
裏
小こ

番ば
ん

。
中
世
、
廷
臣
が
結
番
し
て
参
勤
宿
直
し
た
。
五
番
制
だ
っ
た
が
、
九
日
条
に
「
六
番
」
と

あ
る
。

四
日
丙申 

晴
、
統
秋
、
寿
池
、
理
性
院
等
入
来
、

大
田
蔵
人
法
花
経
裹
紙
薄
様
、
詠
和
歌
可
染
□
筆
、
為
卅
三
回
追
善
可
下
遣
田
舎
之
由
所
望
間
、
瓦
礫
一
首
任
筆
遣
之
了

今
日
不
遠
院
殿
御
事
以
消
息
弔
新
典
侍
局
、
及
昏
参
彼
遺
跡
門
前
、
弔
御
乳
母
尼
了
、

〔
註
釈
〕

四
日
、
丙
申
。
晴
れ
。
」
①
統む

ね

秋あ
き

・
②
寿
池
・
③
理
性
院
④
等ら

、
⑤
入じ

ゅ

来ら
い

。
」

⑥
大
田
の
蔵
人
、
法
花
経
の

裹
つ
つ
み

紙が
み

〈
薄
様
〉
に
、
和
歌
を
詠
み
⑦
愚
筆
を
染
む
べ
し
。
三
十
三
回
追
善
の
為
、
田
舎
に
下
し
遣
は
す
べ
き
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の
由
、
所
望
の
間
、
⑧
瓦が

礫
り
ゃ
く

一
首
、
筆
に
任
せ
て
之
を
遣
は
し
了
ん
ぬ
。
」

今
日
の
⑨
不ふ

遠を
ん

院ゐ
ん

殿
の
御
事
、
消
息
を
以
て
⑩
新
典
侍
の

局
つ
ぼ
ね

を
弔
ふ
。
昏
に
及
び
、
⑪
彼
の
遺
跡
の
門
前
に
参
る
。
⑫
御
乳
母
の
尼
を
弔
ひ

了
ん
ぬ
。
」

①
統
秋　
「
す
み
あ
き
」
と
も
。
豊
原
統
秋
（
一
四
五
〇
～
一
五
二
四
）
。
時
に
五
十
五
歳
。
治
秋
（
重
秋
）
男
。
後
柏
原
天
皇
の

笙
し
ょ
う

御
師

範
。
楽
書
『
體
源
抄
』
著
者
。
『
実
隆
公
記
』
に
度
々
登
場
し
、
実
隆
に
和
歌
を
習
っ
た
。
家
集
『

松
し
ょ
う

下か

抄
』
（
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館

に
自
筆
本
あ
り
）
。　

②
寿
池　

未
詳
。
こ
の
二
字
は
本
日
条
の
み
。　

③
理
性
院　

理
性
院
宗
永
（
永
正
二
年
正
月
十
一
日
条
）
。
理
性
院
は
、

真
言
宗
醍
醐
寺
の
子
院
。　

④
等　

複
数
を
表
す
接
尾
辞
。
そ
の
他
の
人
物
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。　

⑤
入
来　

他
人
の
来
訪
を
敬
っ

て
い
う
語
。
本
記
に
は
来
訪
の
記
事
が
多
い
が
、
「
来
臨
」
「
来
」
な
ど
主
語
に
よ
る
使
い
分
け
が
あ
る
。　

⑥
大
田
の
蔵
人　

三
条
西
家

の
荘
園
の
一
つ
播
磨
国
揖
保
郡
大
（
太
）
田
荘
の
管
理
人
。
本
年
は
彼
の
近
親
（
親
か
）
の
三
十
三
回
忌
。　

⑦
愚
筆　

本
記
の
他
の
記

事
か
ら
「
愚
筆
」
と
推
定
。
実
隆
は
能
書
で
知
ら
れ
、
古
典
籍
書
写
の
ほ
か
将
棋
の
駒
書
き
の
依
頼
も
あ
っ
た
。　

⑧
瓦
礫　

瓦
と
小
石
。

つ
ま
ら
な
い
も
の
の
喩
え
で
、
こ
こ
は
実
隆
の
自
詠
。　

⑨
不
遠
院
殿　

後
土
御
門
天
皇
第
二
皇
子
、
尊そ

ん

伝で
ん

法
親
王
（
一
四
七
二
～
一
五

〇
四
）
。
母
庭
田
朝
子
。
後
柏
原
天
皇
同
母
弟
。
本
年
正
月
（
小
の
月
）
二
十
七0

日
入
滅
（
『
後
法
興
院
記
』『
二
水
記
』
等
）
。
本
日
が
初
七
日
。    

⑩
新
典
侍　

庭
田
（
源
）
源
子
（
一
四
七
九
～
一
五
二
六
）
。
雅
行
女
。
朝
子
の
姪
。
不
遠
院
の
従
姉
妹
。
後
柏
原
天
皇
後
宮
で
、
三
日
条

の
二
宮
の
ほ
か
、
第
二
皇
女
・
第
六
皇
子
を
産
む
。
十
九
日
条
参
照
。
「
局
」
は
敬
称
。　

⑪
彼
の
遺
跡
の
門
前　

実
隆
の
明
応
九
年
（
一

五
〇
〇
）
以
降
の
家
は
、
快
楽
院
（
日
野
資
教
）
の
旧
宅
跡
で
、
西
は
空
地
を
隔
て
て
室
町
通
に
面
し
、
南
は
不
遠
院
宮
、
北
は
新
大
納

言
典
侍
（
勧
修
寺
藤
子
）
の
屋
敷
に
連
な
る
（
芳
賀
幸
四
郎
『
人
物
叢
書　

三
条
西
実
隆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
。　

⑫
御
乳
母
の
尼　

不

遠
院
の
乳
母
で
、
現
在
は
尼
の
女
性
。
本
年
三
月
二
十
六
日
条
「
不
遠
院
宮
御
位
牌
、
以
レ

泥
書
レ

之
。
依
二

彼
御
乳
母
所
望
一

也
」
。
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五
日
丁酉 

雨
降
、
周
易
愚
本
革
鼎
二
卦
加
朱
点
、
其
外
第
九
、
第
十
一
覧
之
、
石
原
庄
、
御
牧
等
差
下
人
了
、
貞
宗
朝
臣
送
使
者
、
蜷
河
□

（
三
）□

□
、

先
日
火
事
之
時
予
相
逢
伝
勅
定
旨
、
其
儀
尤
畏
申
之
由
也
、
振
海
鼠
一
折
送
之
、
芳
志
為
悦
由
謝
遣
了
、
今
日
又
橘
辻
子
有
付
火
、
但
則

打
滅
云　

　

々
、
此
災
連
続
、
可
慎
々
々
、
仰
彼
蒼
祈
念
而
已
、

〔
註
釈
〕

五
日
、
丁
酉
。
雨
降
る
。
」
『
周
易
』
の
愚
本
の
①
革か

く

・
②
鼎て

い

二
卦く

わ

に
朱
点
を
加
ふ
。
其
の
外
、
③
第
九
・
④
第
十
一
、
之
を
覧
ず
。
」
⑤
石
原

の
庄
・
⑥
御み

牧ま
き

等
に
下げ

人に
ん

を
差
し
了
ん
ぬ
。
」
⑦
貞
宗
朝
臣
、
使
者
〈
⑧
蜷に

な

河が
は

□
□
□
〉
を
送
る
。
先
日
の
火
事
の
時
、
予よ

、
相
ひ
逢
ひ
て
勅

定
の
旨
を
伝
ふ
。
其
の
儀
、
尤
も
畏
ま
り
申
す
の
由
な
り
。
⑨
振ふ

り

海な
ま
こ鼠

一ひ
と

折を
り

、
之
を
送
る
。
芳
志
為ゐ

悦え
つ

の
由
、
謝
し
遣
は
し
了
ん
ぬ
。
」
今

日
、
又
⑩
橘
の
辻づ

子し

に
付つ

け

火び

有
り
。
但
し
則
ち
打
ち
滅
す
と
云
々
。
此
の
災
、
連
続
す
。
慎
し
む
べ
し
、
慎
し
む
べ
し
。
⑪
彼ひ

蒼さ
う

を
仰
ぎ
祈

念
す
る
の
み
。
」

①
革　
『
易
経
』
の
卦
の
一
つ
。
第
四
十
九
。
本
年
は
甲
子
で
、
甲
子
革
令
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。
『
元
長
卿
記
』
に
改
元
の
記
事
が

詳
し
い
。
十
五
日
条
参
照
。　

②
鼎　
「
革
」
の
次
、
第
五
十
。　

③
第
九　
「
小
畜
」
。　

④
第
十
一　
「
泰
」
。　

⑤
石
原
の
庄　

三
条
西

家
の
荘
園
。
山
城
国
紀
伊
郡
。　

⑥
御
牧　

同
前
、
美み

づ
の豆

御み

牧ま
き

。
山
城
国
久
世
郡
。
八
日
条
参
照
。　

⑦
貞
宗
朝
臣　

三
日
条
。
伊
勢
貞

宗
。　

⑨
蜷
河
□
□
□　

蜷
川
親
孝
（
？
～
一
五
二
五
）
。
親
元
男
。
伊
勢
氏
の
被
官
で
幕
府
の
政
所
代
。
『
武
家
歌
合
』
（
文
亀
末
頃
）
に

出
座
す
る
ほ
か
、
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
十
一
月
に
催
し
た
歌
会
の
和
歌
に
は
実
隆
・
岩
山
道
堅
が
評
点
を
付
し
た
（
天
理
大
学
付
属
天

理
図
書
館
蔵
『
大
永
二
年
両
点
歌
巻
』
）
。
欠
損
部
は
三
字
で
は
な
く
「
新
右
衛
門
」
か
。　

⑨
振
海
鼠　

塩
を
振
っ
た
海
鼠
。　

⑩
橘
の
辻
子    

平
安
京
の
大
路
と
小
路
を
連
絡
す
る
小
路
が
「
辻
子
」
。
橘
の
辻
子
は
、
一
条
南
・
正
親
町
北
、
烏
丸
東0

・
東
洞
院
西
の
一
町
を
南
北
に
貫

通
。　

⑪
彼
蒼
を
仰
ぎ　

実
隆
が
慨
嘆
す
る
時
の
常
套
句
。
「
彼
蒼
」
は
「
蒼
天
」
と
同
じ
く
青
空
で
、
「
仰
ぐ
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は

「
離
レ

家
三
四
月
、
落
涙
百
千
行
、
万
事
皆
如
レ

夢
、
時
々
仰
二

彼
蒼
一

」
（
『
菅
家
後
集
』
自
詠
）
が
早
い
。
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六
日
戊戌 

天
晴
、
寒
嵐
甚
、
自
藤
相
公
有
使
者
、
細
川
右
京
大
夫
書
状
令
見
、
所
送
樽
也
、
折
紙
云
、

　

鵠
一　

雉
十　

伸
蚫
千
本　

鱧
一
折　

荒
巻
廿　

樽
十
荷　

以
上

不
慮
芳
恵
也
、
以
書
状
可
謝
遣
之
由
命
藤
宰
相
了
、
賜
一
盞
於
使
者
了
、
則
一
荷
一
種
令
進
上
禁
裏
、
於
私
又
祝
著
賞
翫
了
、

入
夜
粟
屋
左
衛
門
尉
来
、
今
年

初
度
、
樽
代
持
来
、
勧
一
盞
了
、

〔
註
釈
〕

六
日
、
戊
戌
。
天
晴
る
。
①
寒か

ん

嵐ら
ん

甚
だ
し
。
」
②
藤
相
公
よ
り
、
使
者
有
り
。
③
細
川
右
京
大
夫
の
書
状
、
見
せ
し
む
。
樽
を
送
る
所
な
り
。

④
折
紙
に
云
は
く
、

　
　
⑤

鵠
く
ぐ
ひ

一　

雉
き
ぎ
す

十　

伸の
し

蚫
あ
は
び

千
本　

鱧は
も

一
折　
⑥
荒
巻
廿　

樽
十
荷か　

以
上
。

不
慮
の
芳
恵
な
り
。
⑦
書
状
を
以
て
謝
し
遣
す
べ
き
の
由
、
藤
宰
相
に
命
じ
了
ん
ぬ
。
⑧
一
盞
を
使
者
に
賜
は
り
了
ん
ぬ
。
則
ち
、
⑨
一
荷

一
種
、
禁
裏
に
進
上
せ
し
め
、
私
に
於
い
て
、
又
祝し

う

著
ち
ゃ
く

、
⑩
賞
翫
し
了
ん
ぬ
。
」

夜
に
入
り
、
⑪
粟
屋
左
衛
門
尉
、
来
た
る
〈
今
年
初
度
〉
。
⑫
樽た

る

代だ
い

持
ち
来
た
る
。
一
盞
を
勧
め
了
ん
ぬ
。
」

①
寒
嵐　

冷
た
い
強
風
。
今
は
仲
春
で
、
冬
に
限
ら
な
い
語
。
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
九
月
十
五
日
条
「
晴
、
寒
嵐
甚
」
は
晩
秋
。　

②
藤
相
公　

高
倉
（
藤
原
）
永
康
（
一
四
六
四
～
一
五
一
二
）
。
永
継
男
。
時
に
四
十
一
歳
、
正
三
位
、
参
議
（
『
補
任
』
）
。
細
川
政
元
か
ら

贈
ら
れ
て
き
た
樽
を
、
使
者
を
通
じ
て
実
隆
邸
へ
届
け
た
。　

③
細
川
右
京
大
夫　

細
川
政
元
（
一
四
六
六
～
一
五
〇
七
）
。
勝
元
男
。
時

に
三
十
九
歳
、
従
四
位
下
。
幕
府
官
領
で
、
摂
津
・
丹
波
・
讃
岐
・
土
佐
の
守
護
。

正
し
ょ
う

徹て
つ

弟
子
の

正
し
ょ
う

広こ
う

や
上か

み

冷れ
い

泉ぜ
い

為た
め

広ひ
ろ

ら
を
招
い
て
歌

会
を
催
す
な
ど
、
和
歌
活
動
も
盛
に
行
っ
た
。
永
正
四
年
六
月
二
十
三
日
、
細
川
澄
之
（
政
元
養
子
）
を
擁
す
る
香こ

う

西ざ
い

元
長
・
薬
師
寺
長

忠
ら
に
殺
害
さ
れ
る
。　

④
折
紙　

全
紙
を
二
つ
に
折
り
、
折
り
目
を
下
に
し
て
使
用
。
こ
こ
は
政
元
が
贈
っ
て
き
た
樽
に
添
え
ら
れ
て

い
た
リ
ス
ト
。　

⑤
鵠　

白
鳥
。
『
本
朝
食
鑑
』
五
・
水
禽
に
「
肉
、
気
味
、
甘
大
温
、
無
レ

毒
」
。　

⑥
荒
巻　

主
に
魚
を
葦
・
藁
・
竹
の
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皮
な
ど
で
巻
い
た
物
。
鳥
獣
の
肉
、
山
の
産
物
な
ど
の
場
合
も
あ
る
。　

⑦
書
状
を
以
て
謝
し
遣
す
べ
き
の
由
、
藤
宰
相
に
命
じ
了
ん
ぬ    

実
隆
が
、
手
紙
で
細
川
に
礼
を
述
べ
る
よ
う
、
使
者
を
通
じ
て
永
康
に
命
じ
た
。　

⑧
一
盞　

軽
い
飲
酒
。　

⑨
一
荷
一
種　
「
一
荷
」
は

天
秤
棒
の
前
後
一
組
の
荷に

。
「
一
種
」
は
主
に
酒
の
肴
一
種
類
。
こ
こ
は
二
つ
の
樽
に
同
じ
肴
を
入
れ
て
、
禁
裏
に
届
け
た
。
七
日
・
十
三

日
・
十
七
日
条
は
二
、
三
種
類
の
例
。
本
記
は
食
料
の
授
受
の
記
事
が
目
立
つ
。　

⑩
賞
翫　

賞
味
。　

⑪
粟
屋
左
衛
門
尉　

粟
屋
親ち

か

栄ひ
で

（
？
～
一
五
〇
七
）
。
若
狭
武
田
氏
の
重
臣
で
、
『
源
氏
物
語
』
を
愛
好
す
る
武
人
。
文
亀
元
年
六
月
頃
か
ら
度
々
実
隆
邸
を
訪
れ
、
『
源
氏
』

の
写
本
や
講
釈
を
所
望
。
文
亀
元
年
七
月
二
十
八
日
条
「
及
レ

晩
、
粟
屋
左
衛
門
尉
、
来
。
今
日
、
彼
所
望
源
氏
新
写
事
、
一
冊
、
誂
二

勧

黄
一

了
」
等
（
十
四
日
条
⑥
「
大
隅
」
註
参
照
）
。
米
原
正
義
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
）「
第
三
章 

若
狭
武
田

氏
の
文
芸 

第
四
節 

被
官
人
の
文
芸
」
に
詳
し
い
。　

⑫
樽
代　

謝
金
・
御
礼
。

七
日
己亥 

晴
、
自
夜
雪
降
、
及
朝
晴
、
遣
二
荷
両
種
於
伊
世
守
許
、
及
晩
以
使
者
謝
之
次
、
和
歌
一
首
石
清
水
法
楽
、

飛
鳥
井
勧
進

、
談
合
之
、
愚
存
旨
示
了
、

今
日
招
民
部
卿
、
姉
羽
林
、
恵
命
院
等
、
其
外
人
々
一
盞
賞
翫
了
、
師
富
朝
臣
来
、
左
衛
門
尉
、
丸
、
玄
清
等
来
、

〔
註
釈
〕

七
日
、
己
亥
。
晴
れ
。
夜
よ
り
雪
降
る
。
朝
に
及
び
晴
る
。
」
二
荷
両
種
、
①
伊
勢
守
の
許
に
遣
は
す
。
晩
に
及
び
、
使
者
を
以
て
之
を
謝

す
る
の
次
い
で
に
、
和
歌
一
首
〈
②
石
清
水
法
楽
、
飛
鳥
井
の
勧
進
〉
、
之
を
③
談
合
す
。
愚
存
の
旨
、
示
し
了
ん
ぬ
。
」

今
日
、
④
民
部
卿
・
⑤
姉
羽
林
・
⑥
恵ゑ

命
み
や
う

院ゐ
ん

等
、
其
の
外ほ

か

の
人
々
を
招
き
、
一
盞
賞
翫
し
了
ん
ぬ
。
」
⑦
師
富
朝
臣
来
た
る
。
」
⑧
左
衛
門
尉
・

⑨
丸ま

る

・
⑩
玄げ

ん

清せ
い

等
、
来
た
る
。
」

①
伊
勢
守　

本
文
「
伊
世
守
」
。
三
日
条
。
伊
勢
貞
宗
。　

②
石
清
水
法
楽
、
飛
鳥
井
の
勧
進　

飛
鳥
井
家
主
催
に
よ
る
石
清
水
八
幡
宮
で

の
法
楽
和
歌
。
当
時
の
飛
鳥
井
家
は
雅
康
・
雅
俊
が
活
躍
。
本
日
条
以
外
、
こ
れ
に
関
す
る
記
事
は
見
え
な
い
。
⑴
飛
鳥
井
雅
康
（
一
四
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三
六
～
一
五
〇
九
）
。
雅
世
次
男
。
時
に
六
十
九
歳
。
兄
雅
親
（
一
四
一
六
～
一
四
九
〇
）
の
養
子
と
な
り
家
督
を
継
ぎ
、
の
ち
に
雅
俊
に

譲
る
。
法
名
宋
世
、
号
二
楽
軒
。
家
集
『
雅
康
卿
詠
草
』
、
紀
行
『
富
士
歴
覧
記
』
。
⑵
飛
鳥
井
雅
俊
（
一
四
六
二
～
一
五
二
三
）
。
雅
親

（
栄
雅
）
男
。
時
に
四
十
三
歳
。
号
敬
雅
。
家
集
『
園
草
』
、
歌
学
書
『
永
正
日
記
』
な
ど
。
⑴
⑵
共
に
将
軍
家
の
和
歌
・
蹴
鞠
の
師
範
。

こ
こ
は
両
人
を
指
す
か
。　

③
談
合　

相
談
。
伊
勢
貞
宗
が
、
実
隆
か
ら
の
「
二
荷
両
種
」
（
前
日
に
細
川
か
ら
贈
ら
れ
た
「
十
荷
」
の
一

部
）
に
対
す
る
謝
意
を
伝
え
る
使
者
を
寄
越
し
た
際
、
石
清
水
法
楽
に
提
出
す
る
自
詠
に
つ
い
て
、
実
隆
の
意
見
を
求
め
た
。　

④
民
部

卿　

冷
泉
（
藤
原
）
政
為
（
一
四
四
五
～
一
五
二
三
）
。
持
為
男
。
下
冷
泉
家
。
時
に
六
十
歳
、
正
二
位
、
前
権
中
納
言
・
民
部
卿
（
『
補

任
』
）
。
十
二
日
条
で
は
唐
名
で
「
戸
部
卿
」
。
家
集
『
碧へ

き

玉
ぎ
ょ
く

集
』
は
、
近
世
に
後
柏
原
院
『
柏は

く

玉
ぎ
ょ
く

集
』
、
実
隆
『
雪せ

つ

玉
ぎ
ょ
く

集
』
と
共
に
「
三

玉
集
」
と
し
て
重
用
さ
れ
る
。　

⑤
姉
羽
林　

姉
小
路
（
藤
原
）
済な

り

継つ
ぐ

（
一
四
七
〇
～
一
五
一
八
）
。
基
綱
男
。
時
に
三
十
四
歳
、
右
近
衛

中
将
。
『
補
任
』
永
正
六
年
「
従
三
位
（
中
略
）
姉
小
路
済
継
三
十
九
（
中
略
）
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
正
十
五
任
右
中
将
」
。
「
姉
」
は

姉
小
路
、
「
羽
林
」
は
近
衛
府
、
ま
た
中
将
・
少
将
の
唐
名
。
永
正
期
に
は
御ぎ

ょ

会か
い

和
歌
・
連
歌
会
等
に
度
々
出
座
。　

⑥
恵
命
院　

禅ぜ
ん

耀よ
う

（
一
四
五
〇
？
～
一
五
二
四
）
。
文
亀
二
年
六
月
三
日
条
「
恵
命
院
禅
耀
僧
都
」
、
大
永
四
年
九
月
二
十
九
日
条
「
恵
命
院
禅
耀
僧
正
、
今
夕

入
滅
。
七
十
五
歳
歟
。
不
便
々
々
」
。
恵
命
院
は
、
仁
和
寺
に
属
す
る
院
家
の
一
つ
。
実
隆
の
歌
日
記
『
再さ

い

昌
し
よ
う

草そ
う

』
第
二
十
一
巻
・
大
永

元
年
（
一
五
二
一
）
に
、
歌
会
の
記
事
「
（
二
月
）
廿
日
、
恵
命
院
禅
耀
僧
正
坊
に
て
廿
首
和
歌
、
題
を
探
り
て
、
遥
尋
レ

花
」
が
あ
る
。    

⑦
師
富
朝
臣　

押
小
路
（
中
原
）
師
富
（
一
四
三
四
～
一
五
〇
八
）
。
師
郷
男
。
時
に
七
十
一
歳
。
大
外
記
。
本
年
二
月
四
日
・
五
日
条
紙

背
は
師
富
書
状
「
韻
鏡
御
本
、
令
二

返
上
一

候
。
嘉
祝
期
、
参
賀
候
之
間
、
能
一
、
二
候
。
此
旨
、
可
レ

得
二

御
意
一

候
。
／
乃
剋
、
師
富
」
。

『
師
富
記
』
記
主
。
実
隆
の
兄
実
連
は
『
康
富
記
』
に
よ
れ
ば
師
富
・
康
富
ら
に
四
書
・
五
経
な
ど
を
学
び
、
男
公
条
も
師
富
に
『
孟
子
』

を
学
ん
だ
（
『
人
物
叢
書
』
）
。　

⑧
左
衛
門
尉　

粟
屋
親
栄
。
六
日
条
。　

⑨
丸　

丸
七
郎
平
雅
連
（
生
没
年
未
詳
）
。
石
見
国
の
武
家
で
、

和
歌
に
堪
能
だ
っ
た
。
文
亀
三
年
三
月
六
日
条
「
丸
七
郎
平
雅
連
、
詠
草
五
十
首
、
持
│二

来
之
一
。
其
歌
神
妙
也
」
、
永
正
二
年
八
月
二
十
九
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日
条
「
丸
七
郎
左
衛
門
尉
平
雅
連
、
来
」
。
文
亀
三
年
以
降
、
玄
清
・
宗
碩
ら
連
歌
師
と
実
隆
邸
を
訪
れ
る
。
十
四
日
条
⑥
「
大
隅
」
註
参

照
。　

⑩
玄
清　

俗
名
肥
田
（
一
説
に
河
田
）
兵
庫
助
春
仲
（
一
四
四
三
～
一
五
二
一
）
。
別
号
に
帰
牧
庵
。
元
は
細
川
政
春
の
被
官
だ
っ

た
が
四
十
歳
前
に
出
家
。
宗
祇
門
弟
で
連
歌
師
。
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
七
句
入
集
。

八
日
庚子 

晴
、
真
光
院
僧
正
来
臨
、
今
日
二
宮
御
方
御
入
室
間
事
、
門
徒
中
不
存
等
閑
可
申
沙
汰
之
条
々
□

（
以
）

女
房
奉
書
被
仰
彼
僧
正
許
、
又

以
予
消
息
申
遣
真
乗
院
僧
正
許
了
、

頭
右
中
弁
来
臨
、
神
宮
御
馬
斃
事
□

（
祭
）

主
□
□
申
之
、
仍
奏
事
□

（
始
）

□
怱
云　

　

々
、
然
者
来
十
一
日
可
候
之
由
返
答
了
、

自
今
日
至
来
□

（
十
）

四
日
念
誦
事
始
之
、

□
蔵
主
来
臨
、
談
城
州
家
領
［　
　
　
　
　

］

〔
註
釈
〕

八
日
、
庚
子
。
晴
れ
。
」
①
真
光
院
僧
正
、
来
臨
。
今
日
の
②
二
宮
の
御
方
御
入
室
の
間
の
事
、
門
徒
中
、
等
閑
を
存
せ
ず
、
③
申
し
沙
汰
す

べ
き
の
条
々
、
女
房
奉
書
を
以
て
彼
の
僧
正
の
許
に
仰
せ
ら
る
。
又
、
予
の
消
息
を
以
て
④
真
乗
院
僧
正
の
許
に
申
し
遣
は
し
了
ん
ぬ
。
」

⑤
頭
右
中
弁
、
来
臨
。
「
⑥
神
宮
の
御
馬
斃た

ふ

る
る
事
、
⑦
祭
主
伊こ

れ

忠た
だ

、
之
を
申
す
。
仍
り
て
⑧
奏
事
始
、
怱
ぐ
べ
し
」
と
云
々
。
然
れ
ば
、
⑨

来
た
る
十
一
日
、
候
す
べ
き
の
由
、
返
答
し
了
ん
ぬ
。
」

⑩
今
日
よ
り
来
た
る
十
四
日
に
至
り
、
念ね

ん

誦じ
ゆ

の
事
、
之
を
始
む
。
」

⑪
□
蔵ざ

う

主す

、
来
臨
。
⑫
城
州
の
家
領
□
□
□
を
談
ず
。
」

①
真
光
院
僧
正　

三
日
条
。
尊
海
。　

②
二
宮
の
御
方　

三
日
条
。
覚
道
法
親
王
。　

③
申
し
沙
汰
す　

室
町
期
に
は
「
申
沙
汰
」
を
名

詞
と
し
て
用
い
る
用
法
も
あ
る
。
沙
汰
さ
せ
て
い
た
だ
く
。　

④
真
乗
院
僧
正　

臨り
ん

盛せ
い

（
生
没
年
未
詳
）
。
本
年
正
月
十
七
日
、
十
四
日
至
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十
六
日
、
十
一
日
至
十
三
日
条
紙
背
に
真
乗
院
臨
盛
書
状
あ
り
。
真
乗
院
は
仁
和
寺
に
属
す
る
院
家
の
一
つ
。
『
徒
然
草
』
六
〇
段
に
芋い

も

頭が
し
ら

を
好
ん
だ
盛
親
僧
都
が
描
か
れ
て
い
る
。　

⑤
頭
右
中
弁　

万ま
で
の里

小こ
う

路じ

（
藤
原
）
賢
房
（
一
四
六
六
～
一
五
〇
七
）
。
実
隆
の
岳
父
で

あ
る
勧
修
寺
教
秀
の
三
男
。
万
里
小
路
冬
房
の
養
子
。
時
に
三
十
九
歳
、
正
四
位
上
、
蔵
人
頭
・
右
中
弁
（
『
補
任
』
永
正
二
年
尻
付
）
。
こ
の

時
、
神
宮
奉
行
職
事
を
務
め
る
。
『
賢
房
記
』
記
主
。　

⑥
神
宮
の
御
馬
斃
る
る
事　

神
宮
は
伊
勢
皇
太
神
宮
（
内な

い

宮く
う

）
。
「
斃
」
は
倒
れ

る
・
死
ぬ
。
こ
の
あ
と
、
昨
年
伊
勢
神
宮
内
宮
の
御
馬
が
死
ん
だ
こ
と
を
受
け
て
、
新
し
い
御
馬
を
牽
進
す
る
た
め
、
神
宮
伝
奏
で
あ
っ

た
実
隆
が
各
所
と
や
り
取
り
を
行
う
様
子
が
記
さ
れ
る
。　

⑦
祭
主
伊
忠　

藤
波
（
大
中
臣
）
伊
忠
（
一
四
六
八
～
一
五
二
二
）
。
秀
忠
男
。

時
に
、
三
十
七
歳
。
伊
勢
神
宮
祭
主
・
神
祇
権
大た

い

副ふ

。
『
補
任
』
永
正
三
年
非
参
議
の
末
尾
に
「
従
三
位
（
中
略
）
九
月
十
一
日
叙
。
神
祇

大
副
」
。　

⑧
奏
事
始　

伊
勢
神
宮
の
奏
事
始
。
十
一
日
条
参
照
。
「
□
怱
」
を
「
可
怱
」
と
読
ん
だ
が
、
他
の
可
能
性
も
あ
る
。　

⑨
来

た
る
十
一
日　

干
支
は
癸
卯
。
神
事
吉
日
の
上
吉
日
の
一
つ
（
『
吉
日
考
秘
伝
』
）
。　

⑩
今
日
よ
り
来
た
る
十
四
日
…　

十
四
日
条
参
照
。
実

隆
亡
母
の
追
善
供
養
の
た
め
、
今
日
よ
り
月
命
日
ま
で
七
日
間
の
念
誦
を
始
め
た
。
「
念
誦
」
は
、
仏
の
加
護
を
祈
り
経
文
や
仏
の
名
号
又

は
真
言
な
ど
を
口
に
唱
え
る
こ
と
。　

⑪
□
蔵
主　
「
恵
蔵
主
」
、
恵え

竜
り
ゅ
う

で
あ
ろ
う
。
本
年
八
月
五
日
条
「
今
日
、
御
牧
事
、
相
│二

談
恵
竜

蔵
主
一

了
」
、
同
九
日
条
「
恵
竜
蔵
主
、
来
臨
。
御
牧
事
、
申
付
云
々
。
明
後
日
、
上
使
、
可
レ

令
二

入
部
一

之
由
、
申
談
了
」
。
さ
ら
に
上
使

と
し
て
御
牧
に
下
る
に
よ
り
折
紙
を
出
す
こ
と
が
十
一
日
条
に
、
上
洛
し
て
御
牧
の
事
を
報
ず
る
こ
と
が
十
五
日
条
に
見
え
る
。
本
年
八

月
廿
日
至
廿
二
日
条
紙
背
の
書
状
に
よ
る
と
、
実
隆
三
男
鳳ほ

う

崗こ
う

桂け
い

陽よ
う

の
師
で
あ
る
東
福
寺
の
了
庵
桂
悟
が
取
り
次
い
だ
。
「
少
年
（
桂
陽
）

教
誡
事
、
叶
二

愚
懐
一

候
。
尚
可
レ

加
候
。
／
芳
訊
、
不
レ

勝
二

忻
悦
一

候
。
（
中
略
）
雑
掌
人
、
上
洛
其
様
事
候
哉
。
彼
御
牧
事
者
、
御
左
右
候

由
、
竜
蔵
主
、
可
二

参
申
一

候
由
候
。
仍
、
期
二

後
音
一

候
。
恐
惶
頓
首
。
／
八
月
十
二
日
桂
悟
（
花
押
）
／
三
西
閤
下
拝
答
」
。　

⑫
城
州
の

家
領
□
□
□　

山
城
国
の
三
条
西
家
の
荘
園
。
欠
損
部
は
「
御
牧
事
」
で
あ
ろ
う
。
美
豆
御
牧
の
ほ
か
、
石
原
荘
・

桂
か
つ
ら

新し
ん

免め
ん

河
島
荘
・

塔と
う
の

森も
り

荘
・
鳥
羽
池
田
荘
・
富
森
荘
・
三み

栖す

荘
な
ど
が
、
城
州
に
あ
る
（
『
人
物
叢
書
』
）
。
五
日
条
参
照
。
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九
日
辛丑 

霽
、
入
夜
雨
降
、
朝
間
精
進
、
念
誦
、
午
後
資
直
□

（
来
）

、
□

（
象
）

戯
有
興
、
師
富
朝
臣
、
同
資
直
等
羞
晩

、
民
部
卿
、
姉
羽
等
令
持
飯

汁
、
賞
翫
之
、

今
日
当
番
公
条
朝
臣
候
之
、

入
夜
参
内
。
於
三
間
庇
暫
御
言
談
、
条
々
申
入
雑
事
等
了
、
佐
跡
御
奥
書
申
出
之
処
、
一
昨
日
被
下
之
、
其
子
細
畏
申
之
趣
申
入
之
、
抑

童
（
章
）

長
朝
臣
正
下
四
位
事
、
去
年
雖
所
望
申
、
三
ヶ
年
加
級
事
過
分
歟
間
抑
留
、
近
日
勅
許
処
、
猶
可
為
去
年
宣
下
之
由
頻
望
申
之
由
被
仰

之
、
近
年
人
々
昇
進
早
速
之
間
、
諸
人
有
鷹
揚
之
志
歟
、
為
之
如
何
、
勅
語
云
、
自
□

（
去
）

五
日
仰
兼
倶
卿
於
斎
場
所
被
修
御
祈
云　

　

々
、
又
先
年

内
侍
所
旧
唐
櫃
取
離
奉
置
之
処
、
兼
倶
卿　

意
見
也
、

先
皇
依
御
夢
告
如
元
被
置
之
云　

　

々
、
奇
代
事
也
。
今
夜
当
番
三
人
候
之
、

一
昨
日
六
番
政
顕
卿
、

守
光
朝
臣
、

昼
夜
無
近
臣
□
□
候
間
有
事
也
、

〔
註
釈
〕

九
日
、
辛
丑
。
①
霽
れ
。
夜
に
入
り
て
雨
降
る
。
」
朝
の
間
、
精
進
し
念
誦
す
。
」
午
後
、
②
資
直
、
来
た
る
。
③

象
し
や
う

戯ぎ

、
興
有
り
。
④
師
富

朝
臣
、
同
じ
く
資
直
等
に
、
⑤
晩ば

ん
さ
ん

を
羞す

す

む
。
⑥
民
部
卿
・
⑦
姉
羽
等
、
飯
汁
を
持
た
し
む
。
之
を
賞
翫
す
。
」

今
日
の
当
番
、
⑧
公き

ん

条え
だ

朝
臣
、
之
に
候
す
。
」

夜
に
入
り
て
参
内
す
。
⑨
三さ

ん

間げ
ん

庇
び
さ
し

に
於
い
て
暫
ら
く
御
言
談
あ
り
。
条
々
、
雑ざ

う

事じ

等
を
申
し
入
れ
了
ん
ぬ
。
」
⑩
佐
跡
の
御
奥
書
、
申
し
出

づ
る
の
処
、
一
昨
日
、
之
を
下
さ
る
。
其
の
子
細
、
畏
ま
り
申
す
の
趣
、
之
を
申
し
入
る
。
」
抑
そ
も
、
⑪
章
長
朝
臣
、
⑫
正
下
四
位
の
事
、

去
年
、
望
み
申
す
所
と
雖
も
、
⑬
三
ヶ
年
に
て
加
級
の
事
、
過
分
な
る
か
の
間
、
抑
へ
留
む
。
近
日
、
勅
許
の
処
、
猶
ほ
⑭
去
年
の
宣
下
に

為
す
べ
き
の
由
、
頻
り
に
望
み
申
す
の
由
、
之
を
仰
せ
ら
る
。
近
年
の
人
々
の
昇
進
、
早
速
の
間
、
諸
人
、
鷹
揚
の
志
有
る
か
。
之
を
為

す
こ
と
如
何
。
」
勅
語
に
云
は
く
、「
⑮
去
ん
ぬ
る
五
日
よ
り
、⑯
兼
倶
卿
に
仰
せ
て
⑰
斎さ

い

場
ぢ
や
う

所し
よ

に
於
い
て
⑱
御
祈
り
を
修
せ
ら
る
」
と
云
々
。
」

又
、
「
先
年
、
⑲
内な

い

侍し

所
ど
こ
ろ

の
旧
き
唐

、
取
り
離
ち
、
置
き
奉
る
の
処
〈
兼
倶
卿
の
意
見
な
り
〉
、
⑳
先
皇
、
御
夢
告
に
依
り
、
元
の
ご
と
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く
之
を
置
か
る
」
と
云
々
。
奇
代
の
事
な
り
。
」
今
夜
の
当
番
、
三
人
、
之
に
候
す
。
」

㉑
一
昨
日
〈
六
番
、
㉒
政
顕
卿
・
㉓
守
光
朝
臣
〉
、
㉔
昼
夜
、
近
臣
の
□
□
候
す
る
無
き
間
、
事
有
る
な
り
。
」

①
霽
れ　

平
声
の
「
晴
」
と
は
平
仄
の
違
い
の
み
。　

②
資
直　

 

富
小
路
資
直
（
？
～
一
五
三
五
）
。
俊
通
（
十
三
日
条
）
男
。
雀
軽
子

と
称
す
。
多
く
の
歌
会
に
連
な
り
、
実
隆
・
道
堅
・
公
条
な
ど
の
同
時
代
歌
人
と
親
交
を
深
め
、
晩
年
に
は
十
市
遠
忠
の
歌
道
師
範
と
し

て
も
活
躍
。
古
典
籍
の
書
写
に
も
積
極
的
だ
っ
た
。
歌
集
『
従
三
位
資
直
卿
百
首
』
な
ど
。　

③
象
戯　

将
棋
。　

④
師
富
朝
臣　

七
日

条
。
押
小
路
師
富
。　

⑤
晩

 

「
晩
餐
」
に
同
じ
。
十
二
日
条
参
照
。　

⑥
民
部
卿　

七
日
条
。
下
冷
泉
政
為
。　

⑦
姉
羽　

七
日
条
。

姉
小
路
済
継
。　

⑧
公
条
朝
臣　

三
条
西
（
藤
原
）
公
条
（
一
四
八
七
～
一
五
六
三
）
。
実
隆
次
男
。
時
に
十
八
歳
。
文
亀
二
年
三
月
右
近

衛
中
将
、
同
三
年
二
月
正
四
位
下
、
永
正
二
年
五
月
藏
人
頭
、
永
正
四
年
四
月
参
議
、
九
月
従
三
位
（
『
補
任
』
永
正
四
年
尻
付
）
。
天
文
十
年

（
一
五
四
一
）
正
月
内
大
臣
（
三
条
西
家
の
極
官
）
、
同
十
一
年
三
月
右
大
臣
。
同
十
三
年
二
月
、
祖
父
や
両
親
の
墓
の
あ
る
二
尊
院
で
出

家
。
法
名
は

仍
じ
ょ
う

覚か
く

、
法
号
称

し
ょ
う

名
み
ょ
う

院い
ん

。
連
歌
名
は
蒼
。
文
亀
三
年
重
陽
の
公
宴
御
会
に
初
め
て
和
歌
懐
紙
を
進
上
。
父
か
ら
『
古
今
集
』

『
伊
勢
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
の
伝
授
を
受
け
、
和
歌
・
古
典
・
故
実
に
通
じ
、
後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
の
師
範
と
し
て
活
躍
。
能
登

守
護
畠
山
義
総
の
求
め
で
成
っ
た
『
源
氏
物
語
細
流
抄
』
は
、
父
の
講
義
の
記
聞
。
著
書
に
『
台
記
』
を
抜
粋
し
た
『
宇
槐
記
抄
』
、
紀
行

『
吉
野
詣
記
』
な
ど
。
家
集
『
称
名
院
集
』
。　

⑨
三
間
庇　

内
裏
の
特
定
の
部
屋
を
指
す
。
常
の
御
所
の
東
の
部
屋
か
。
十
一
日
条
参
照
。    

⑩
佐
跡
の
御
奥
書　
「
佐
跡
」
は
三
蹟
の
藤
原
佐
理
の
筆
跡
。
実
隆
が
、
そ
の
奥
書
執
筆
を
天
皇
に
願
い
出
て
、
一
昨
日

0

0

0

七
日
に
賜
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
書
状
に
加
え
、
こ
こ
で
も
礼
を
奏
し
た
。
二
月
二
十
三
日
至
二
十
五
日
条
の
紙
背
は
、
実
隆
宛
の
女
房
奉
書
の
折
紙
で
、

天
皇
が
月
次
和
歌
の
題
を
公
条
に
も
出
し
た
「
こ
の
月
の
御
題
め
で
た
く
中
将
殿
へ
も
出
さ
れ
候
よ
し
申
と
て
候
／
か
し
こ
」
で
あ
る
（
二

十
四
日
条
に
公
条
が
初
め
て
公
宴
短
冊
詠
進
の
記
事
）
。
そ
の
折
裏
に
、
佐
跡
に
叡
感
あ
っ
て
、
奥
書
に
宸
筆
を
染
め
勝
仁
と
署
名
さ
れ
た

こ
と
を
稀
と
し
、
深
謝
し
家
宝
と
す
る
こ
と
を
奏
し
た
、
自
ら
の
書
状
の
写
し
が
あ
る
。　

⑪
章
長
朝
臣　

高
辻
（
菅
原
）
章
長
（
一
四
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六
九
～
一
五
二
五
）
。
長
直
男
。
時
に
三
十
六
歳
、
従
四
位
上
、
文
章
博
士
。
後
柏
原
天
皇
の
御
会
等
に
参
加
し
活
躍
。
『
後
法
興
院
記
』

文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
正
月
二
十
一
日
条
で
は
、
月
次
和
漢
会
で
執
筆
を
務
め
た
章
長
を
、
記
主
近
衛
政
家
が
「
器
用
者
也
。
菅
孺

再
興
歟
」
と
称
賛
。
ま
た
本
年
五
月
十
一
日
至
十
四
日
条
紙
背
の
長
直
書
状
で
は
、
男
章
長
を
公
条
の
「
御
学
友
に
進
上
候
」
と
あ
る
。    

⑫
正
下
四
位　

正
四
位
下
に
同
じ
。　

⑬
三
ヶ
年
に
て
加
級
の
事　

章
長
は
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
十
二
月
正
五
位
下
、
同
六
年
十

二
月
従
四
位
下
、
同
十
年
（
＝
文
亀
元
年
）
正
月
従
四
位
上
。　

⑭
去
年
の
宣
下
に
為
す
べ
き
の
由　
『
補
任
』
永
正
四
年
尻
付
に
も
、「
文

亀
三
年
十
二
月
廿
九
日
叙
正
四
位
下
」
と
あ
る
。　

⑮
去
ん
ぬ
る
五
日　

干
支
は
丁
酉
。
神
事
吉
日
の
う
ち
下
吉
日
の
一
つ
（
『
吉
日
考
秘

伝
』
）
。　

⑯
兼
倶
卿　

吉
田
（
卜
部
）
兼
俱
（
一
四
三
五
～
一
五
一
一
）
。
吉
田
神
社
の
祠
官
。
時
に
七
十
歳
、
従
二
位
、
神
祇
大
副
・
侍

従
（
『
補
任
』
）
。
兼
名
男
。
吉
田
神
道
（
唯
一
神
道
）
の
創
唱
者
。
東
常
縁
・
宗
祇
ら
歌
学
家
と
の
交
流
も
深
く
、
『
八
雲
神
詠
秘
訣
』
の
創

説
・
伝
授
な
ど
歌
学
秘
伝
に
深
く
関
与
す
る
。
『
中
臣
祓
』
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
し
ば
し
ば
開
催
。　

⑰
斎
場
所　

吉
田
神
社

に
あ
る
吉
田
神
道
の
神
殿
。
八
角
形
。
日
本
最
上
神
祇
斎
場
所
。
斎
場
所
太
元
宮
。　

⑱
御
祈
り　

十
一
日
条
の
「
諸
災
消
除
の
祭
」
。　

⑲
内
侍
所　

別
名
「
賢
所
」
。
神
鏡
を
祭
る
所
。
室
町
時
代
か
ら
神
鏡
は
内
裏
の
春
興
殿
（
日
華
門
の
北
、
紫
宸
殿
の
東
南
東
）
に
安
置
さ

れ
た
の
で
、
同
殿
を
「
温
明
殿
」
と
も
「
内
侍
所
」
と
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
神
楽
が
恒
例
。　

⑳
先
皇　

後
土
御
門
天
皇
。　

㉑
一

昨
日　

二
月
七
日
。　

㉒
政
顕
卿　

勧
修
寺
（
藤
原
）
政
顕
（
一
四
五
二
又
は
五
四
～
一
五
二
二
）
。
教
秀
男
。
姉
妹
の
藤
子
が
、
政
顕
第

で
後
柏
原
天
皇
の
第
二
皇
子
（
後
奈
良
天
皇
）
を
生
む
。
時
に
五
十
一
歳
、
従
二
位
、
権
中
納
言
（
『
補
任
』
）
。
の
ち
加
賀
在
国
で
薨
去
。

『
補
任
』
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
条
「
前
中
納
言
従
二
位
藤
政
顕
、
七
十
一
（
朱
書
で
六
十
九
）
、
薨
、
於
二

賀
州
一

（
朱
書
で
加
州
井
家

荘
）
」
。　

㉓
守
光
朝
臣　

広
橋
（
藤
原
）
守
光
（
一
四
七
一
～
一
五
二
六
）
。
町ま

ち

広
光
（
十
五
日
条
）
男
、
兼
顕
養
子
。
時
に
三
十
四
歳
、

正
四
位
上
、
蔵
人
頭
・
左
中
弁
（
『
補
任
』
永
正
二
年
尻
付
）
。
『
守
光
公
記
』
が
あ
る
。　

㉔
昼
夜
、
近
臣
の
□
□
候
す
る
無
き
間
、
事
有
る

な
り　
「
一
昨
日
」
実
隆
は
参
内
し
て
い
な
い
。
「
有
事
」
は
、
本
日
条
の
前
出
の
「
一
昨
日
」
を
踏
ま
え
る
と
、
事
件
で
は
な
く
佐
跡
の
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こ
と
か
。

十
日
壬寅 
雨
降
、
吉
曜
之
間
青
侍
平
盛
定
云
々

森
弥
次
郎

一
人
新
参
、
宮
内
大
輔
重
興
日
来
不
仕
之
間
、
自
今
日
可
停
止
出
仕
、
諸
大
夫
一
人
如
小
生
者
重

種
構

（
称
）

猶
子
可
召
進
之
由
、
以
愚
状
申
付
了
、
明
朝
可
候
奏
事
始
之
間
、
入
夜
行
水
、
潔
斎
、

〔
註
釈
〕

十
日
、
壬
寅
。
雨
降
る
。
」
①
吉
曜
の
間
、
②
青あ

を

侍
ざ
む
ら
ひ

〈
③
平
盛
定
と
云
々
。
④
森
弥
次
郎
〉
一
人
、
新
参
。
⑤
宮
内
大
輔
重し

げ

興お
き

、
日ひ

来ご
ろ

、
仕

へ
ざ
る
の
間
、
今
日
よ
り
出
仕
を
停
止
す
べ
し
。
⑥
諸
大
夫
一
人
、
⑦

小
し
や
う

生せ
い

の
ご
と
き
者
、
⑧
重
種
、
⑨
猶
子
と
称
し
、
召
し
進
ず
べ
き
の

由
、
愚
状
を
以
て
、
申
し
付
け
了
ん
ぬ
。
」
明
朝
、
⑩
奏
事
始
に
候
す
べ
き
の
間
、
夜
に
入
り
、
行
水
、
潔
斎
す
。
」

①
吉
曜　
「
吉
日
」
に
同
じ
。
本
日
の
干
支
は
「
壬
寅
」
で
暦
注
の
大だ

い

明
み
ょ
う

日に
ち

の
吉
日
。
十
二
直
は
「

除
の
ぞ
く

」
。
共
に
陰
陽
道
書
『
吉
日
考
秘

伝
』
の
「
謁
見
貴
人
吉
日
第
三
十
二
」
に
も
あ
り
。　

②
青
侍　

身
分
が
低
く
年
の
若
い
侍
。
十
一
日
条
39
「
長
谷
河
与
次
」
註
参
照
。    

③
平
盛
定　

未
詳
。
二
名
が
小
字
双
行
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
新
参
は
一
名
の
は
ず
。
「
一
」
は
「
二
」
の
誤
り
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

盛
定
は
本
日
条
の
み
。　

④
森
弥
次
郎　

三
条
西
家
の
青
侍
。
本
年
十
二
月
四
日
至
六
日
条
紙
背
折
紙
は
、
「
鯉
一
」
進
覧
の
取
り
次
ぎ
を

依
頼
す
る
越
前
守
神か

な

余ま
り

昌ま
さ

綱つ
な

の
書
状
で
、
永
正
二
年
八
月
七
日
・
八
日
条
紙
背
折
紙
に
も
、
「
御
折
紙
、
謹
而
拝
見
仕
候
。
抑
色
紙

両

巻
、
早
々
被
二

遊
下
一

候
、
畏
悦
無
レ

極
候
。
必
々
以
二

参
上
一
、
可
レ

令
レ

申
由
、
可
レ

有
二

御
披
露
一

候
。
恐
々
謹
言
／
神
余
／
即
剋　

昌
綱
（
花

押
）
／
森
弥
次
郎
殿
」
と
あ
る
。　

⑤
宮
内
大
輔
重
興　

藤
原
重
興
。
三
条
西
家
の
家
司
。
文
亀
二
年
八
月
二
十
日
条
「
前
中
務
大
輔
重

種
、
正
五
下
、
任
二

左
京
権
大
夫
一
。
大
夫
将
監
重
興
、
従
五
上
、
任
二

宮
内
大
輔
一
。
去
十
三
日
申
レ

之
。
宣
下
、
件
日
也
。
口
宣
案
、
昨
夕

送
レ

之
。
今
日
下
レ

之
了
」
。
本
日
解
雇
さ
れ
た
か
の
よ
う
だ
が
、
永
正
二
年
に
も
種
々
働
い
て
お
り
、
同
三
年
四
月
二
十
二
日
条
「
重
興
、

申
レ

暇
。
其
間
事
、
不
レ

能
レ

記
矣
」
の
あ
と
、
同
五
年
十
一
月
二
十
七
日
辛
酉
条
「
重
興
子
五
歳
、
為
二

重
種
朝
臣
子
一
、
可
二

奉
公
一

之
由
、
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昨
日
申
レ

之
。
今
日
出
仕
。
携
二

一
荷
両
種
一
。
器
量
可
レ

然
者
也
」
に
よ
る
と
、
彼
の
男
子
が
重
種
の
子
と
し
て
奉
公
を
始
め
た
。　

⑥
諸
大

夫　

当
時
の
家
格
の
一
つ
。　

⑦
小
生　

若
造
。　

⑧
重
種　

中
沢
（
藤
原
）
重
種
。
三
条
西
家
の
家
司
。
左
京
権
大
夫
。
の
ち
に
従
四

位
下
（
永
正
三
年
二
月
九
日
・
十
日
、
同
七
日
・
八
日
条
紙
背
文
書
）
。　

⑨
猶
子
と
称
し　

校
訂
に
従
う
。
「
猶
子
に
し
て
」
の
意
か
。　

⑩
奏

事
始　

十
一
日
条
参
照
。

十
一
日
癸卯 

天
晴
、
及
晩
雨
降
、
入
夜
風
吹
、
早
朝
行
水
、
修
祓
、
則
著
衣
冠
重
大
帷
、

持
笏
、

参
内
、
神
宮
奏
事
始
也
、
於
議
定
所
有
此
事
、
頭
右
中

弁
神
宮
奉

行
職
事
、付
目
録
之
間
持
参
之
、
著
円
座
読
申
、
注
左
、
則
退
出
、
奏
事
目
録
早
調
之
付
進
上
之
、
有
召
間
参
常
御
所
庇
、
賜
御
盃
、
新
内
侍

取
酌
、

予
飲

了
賜
賢
房
朝
臣
、
則
退
帰
、
内
宮
櫪
御
馬
解
状
到
来
、
写
留
之
、
御
拝
以
後
内
々
申
入
之
、
参
三
間
庇
令
披
露
之
、
先
問
例
於
官
、
其
後

可
有
御
沙
汰
之
由
勅
答
、
兼
又
去
年
□
月
三
日
事
也
、
于
今
注
進
遅
々
如
何
哉
之
由
可
相
尋
之
由
、
被
仰
下
之
、
条
々
仰
含
右
中
弁
了
、

詣
内
侍
所
心
念
祈
請
、
則
［　
　
　
　
　

］

　

文
亀
四
年
二
月
十
一
日
賢
房
奏
侍
従
大
納
言

　
　

祭
仰
早
可
致
其
沙
汰

主
伊
忠
朝
臣
申
造
替
事
、

　
　

神
仰
可
被
仰
武
家
領
再
興
事
、

　
　

荒
仰
可
令
宣
下木
田
神
主
守
世
叙
爵
事
、

御
馬
事
次
第
解
、
此
正
印
文
書
以
下
被
留
御
所
了
、

　

皇
太
神
宮
神
主

　

注
進
可
早
被
経
次
第
上
奏
、
任
先
例
被
牽
進
当
宮
櫪
御
馬
事
、
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右
当
宮
櫪
御
馬
今
月
三
日
令
直
給
之
条
驚
存
者
也
、
□

（
任
）

先
例
不
日
可
被
牽
進
、
今
御
代
始
折
節
、
件
御
馬
闕
如
太
以
不
可
然
、
雖
為
片

時
難
被
打
置
、
以
夜
継
日
、
為
被
引
進
、
註
進
言
上
如
件
、
以
解
、

　
　
　

文
亀
三
年
十
二
月　

日
大
内
人
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
行
久
上

　

禰
宜
従
四
位
下
荒
木
田
神
主
守
朝

　

禰
宜
正
五
位
下
荒
木
田
神
主
守
則

　

―
従
五
位
上

―
守
誠

　

禰
宜
従
五
位
下
荒
木
田
神
主
守
晨

　

―
　
　
　
　
　
　

守
兼

　

―
　
　
　
　
　
　

守
武

　

―
　
　
　
　
　
　

守
幸

　

―
　
　
　
　
　
　

守
保

　

―
　
　
　
　
　
　

氏
秀

　

―
　
　
　
　
　
　

経
長

　

皇
太
神
宮
櫪
御
馬
去
年
十
二
月
三
日
令
直
給
之
由
、
禰
宜
等
正
印
注
進
到
来
候
、
可
被
牽
進
件
御
馬
之
旨
、
可
令
申
上
給
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

正
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
祇
権
大
副
判

　

進
上 　
新
四
位
史
殿

　
　
　

進
上

　
　
　
　

祭
主
伊
忠
朝
臣
書
状
一
通
、
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皇
太
神
宮
禰
宜
等
申
櫪
御
馬
事
、
副
本

解
、

　

右
進
上
如
件
、

　
　
　

正
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
大
史
小
槻
時
元

　

進
上　

頭
右
中
弁
殿

今
朝
兼
倶
卿
御
祈
結
願
、
諸
災
消
除
祭
、
自
去
五
日

於
斎
場
所
行
之
云
々
、　

御
撫
物
返
上
之
、
珍
重
々
々
、

昼
間
梵
光
侍
者
来
、
伯
二
位
、
左
衛
門
尉
、
右
大
弁
宰
相
等
来
臨
、
武
田
子
息
昨
日
元
服
云　

　

々
、

元
修
西
堂
来
談
、

今
日
就
丹
波
桐
野
河
内
苧
公
事
々
差
下
長
谷
河
与
次
於
丹
州
了
、

〔
註
釈
〕

十
一
日
、
癸
卯
。
天
晴
れ
。
晩
に
及
び
、
雨
降
る
。
夜
に
入
り
、
風
吹
く
。
」
早
朝
、
行
水
し
、
①
修し

ゆ

祓ば
つ

す
。
則
ち
衣
冠
を
著
し
〈
②
大お

ほ

帷
か
た
び
ら

を
重
ね
、
笏
を
持
つ
〉
、
参
内
す
。
」
③
神
宮
奏
事
始
な
り
。
④
議
定
所
に
於
い
て
、
此
の
事
有
り
。
⑤
頭
右
中
弁
〈
⑥
神
宮
奉
行
の
職

事
〉
、
⑦
目
録
を
付
す
る
の
間
、
之
を
持
参
し
、
円
座
に
著
き
て
読
み
申
す
〈
左
に
注
す
〉
。
則
ち
退
出
す
。
⑧
奏
事
の
目
録
、
早
く
之
を
調

へ
て
付
し
、
之
を
進
上
す
。
召
し
有
る
の
間
、
⑨
常
の
御
所
の
庇
に
参
り
、
御
盃
を
賜
は
る
〈
⑩
新
内
侍
、
酌
を
取
る
〉
。
予
、
飲
み
了
る
。

賢
房
朝
臣
に
賜
は
り
、
則
ち
退
帰
す
。
」
⑪
内
宮
櫪れ

き

の
御
馬
の
解げ

状
じ
や
う

、
到
来
す
。
之
を
写
し
留
む
。
⑫
御ご

拝は
い

以
後
、
内
々
に
之
を
申
し
入
る
。

三
間
庇
に
参
り
て
、
之
を
披
露
せ
し
む
。
先
づ
例
を
⑬
官
に
問
ひ
、
其
の
後
、
御
沙
汰
有
る
べ
き
の
由
、
⑭
勅
答
あ
り
。
兼
ね
て
又
、
⑮
去

ん
ぬ
る
年
□
月
三
日
の
事
な
り
。
今
に
注
進
、
遅
々
た
る
は
如
何
や
の
由
、
相
ひ
尋
ぬ
べ
き
の
由
、
之
を
仰
せ
下
さ
る
る
の
条
々
、
右
中

弁
に
仰
せ
含
め
了
ん
ぬ
。

⑯
内
侍
所
に
詣
で
、
心
念
祈
請
し
、
則
ち
［　
　
　
　

］
。
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❶
文
亀
四
年
二
月
十
一
日
、
賢
房
奏
す
。
〈
⑰
侍
従
大
納
言
〉
。

　
　

祭
主
伊
忠
朝
臣
、
造
替
を
申
す
事
。
〈
仰
す
、
早
く
其
の
沙
汰
を
致
す
べ
し
。
〉

　
　

神
領
再
興
の
事
。　
　
　
　
　
　

 　
〈
仰
す
、
武
家
に
仰
せ
ら
る
べ
し
。
〉

　
　
⑱
荒
木
田
神
主
守
世
叙
爵
の
事
。  　
〈
仰
す
、
宣
下
せ
し
む
べ
し
。
〉 

」

御
馬
の
事
の
次
第
の
解げ

、
此
の

正
し
や
う

印ゐ
ん

文
書
以
下
、
御ご

所し
ょ

に
留
め
ら
れ
了
ん
ぬ
。

❷
皇
太
神
宮
神
主

　

注
進
、
早
く
次
第
を
経
て
上
奏
せ
ら
れ
、
先
例
に
任
せ
て
当
宮
の
櫪
の
御
馬
を
牽
進
せ
ら
る
べ
き
事
。

　

 

右
、
当
宮
の
櫪
の
御
馬
、
今
月
三
日
に
⑲
直な

ほ

ら
し
め
給
ふ
の
条
、
驚
き
存
ず
る
者
な
り
。
先
例
に
任
せ
、
⑳
不
日
、
牽
進
せ
ら
る
べ
し
。

今
、
㉑
御
代
始
め
の
折
節
、
件
の
御
馬
の
闕
如
、
太
だ
以
て
然
る
べ
か
ら
ず
。
片か

た

時と
き

た
り
と
雖
も
、
打
ち
置
か
れ
難
し
。
㉒
夜
を
以
て
日

に
継
ぎ
、
引
進
せ
ら
れ
ん
が
為
、
註
進
言
上
す
る
こ
と
、
件
の
ご
と
し
。
以
て
解
す
。

　
　
　

文
亀
三
年
十
二
月
日　
㉓
大お

ほ

内う
ち

人び
と

正
六
位
上
㉔
荒
木
田
神
主
行
久
〈
上
る
〉

　

禰
宜
従
四
位
下
荒
木
田
神
主
守
朝
（
中
略
）

　

―
　
　
　
　
　

 

㉕
守
武
（
中
略
）

　

―
　
　
　
　
　
　

経
長 

」

❸
皇
太
神
宮
櫪
の
御
馬
、
去
ん
ぬ
る
年
十
二
月
三
日
に
直
ら
し
め
給
ふ
の
由
、
禰
宜
等
の
正
印
注
進
、
到
来
し
候
ふ
。
件
の
御
馬
を
牽
進

　

せ
ら
る
べ
き
の
旨
、
申
し
上
げ
し
め
給
ふ
べ
し
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　

正
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㉖
神
祇
権
大
副
〈
判
〉

　

進
上　
　
㉗
新
四
位
史
殿 

」
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❹ 
進
上

　
　

祭
主
伊
忠
朝
臣　

書
状
一
通
。

　
　

皇
太
神
宮
禰
宜
等
、
櫪
の
御
馬
を
申
す
事
〈
本
解
に
副
ふ
〉
。

　

右
、
進
上
、
件
の
ご
と
し
。

　
　
　

正
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
大
史
小を

槻づ
き

時
元

　
　

進
上　

頭
右
中
弁
殿
。
」

今
朝
、
兼
倶
卿
の
御
祈
、
結
願
す
〈
諸
災
消
除
の
祭
、
去
ん
ぬ
る
五
日
よ
り
、
斎
場
所
に
於
い
て
之
を
行
ふ
と
云
々
〉
。
㉘
御
撫な

で

物も
の

、
之
を

返
上
す
。
㉙
珍
重
、
々
々
。
」

昼
の
間
、
㉚
梵
光
侍
者
、
来
た
る
。
」
㉛
伯
二
位
・
32
左
衛
門
尉
・
33
右
大
弁
宰
相
等
、
来
臨
。
34
武
田
の
子
息
、
35
昨
日
元
服
す
と
云
々
。
」

36
元
修
西
堂
、
来
談
す
。
」

今
日
、
37
丹
波
桐
野
河
内
の
38

苧
か
ら
む
し

公く

事じ

の
事
々
に
就
き
、
39
長
谷
河
与
次
を
丹た

ん

州し
う

に
差
し
下
し
了
ん
ぬ
。
」

①
修
祓　

自
ら
祓
を
行
っ
た
。　

②
大
帷　

麻ま

布ふ

製
で
単
。
こ
こ
で
は
、
神
事
で
あ
る
奏
事
始
の
潔
衣
と
し
て
、
衣
冠
の
上
に
重
ね
た
。

明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
二
月
四
日
条
の
神
宮
奏
事
始
で
は
、
「
著
二

直
衣
一

〈
大
帷
、
指
貫
。
可
レ

用
二

下
袴
一

之
処
、
難
レ

得
二

上
括
一
。
頗
聊

り
や
う

爾じ

之
儀
也
〉
」
。　

③
神
宮
奏
事
始　

天
皇
が
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
見
る
儀
式
。
神
宮
伝
奏
が
神
宮
の
造
営
・
神
官
の
補
任
・
官
位
な
ど

を
奏
上
し
、
裁
可
を
得
た
。
こ
の
時
の
神
宮
伝
奏
は
実
隆
。
室
町
期
頃
か
ら
慣
例
化
さ
れ
、
近
世
で
は
年
頭
正
月
十
一
日
に
定
着
（
『
嘉
永

年
中
行
事
』
正
月
）
。
後
掲
❶
の
〈　

〉
内
は
裁
可
の
内
容
で
、
左
傍
に
二
字
上
か
ら
小
字
で
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
便
宜
的
に
下
に
移
し
た
。    

④
議
定
所　

公
卿
が
政
治
に
関
す
る
こ
と
を
評
定
す
る
所
。
後
醍
醐
天
皇
が
元
亨
年
間
（
一
三
二
一
～
二
四
）
に
設
置
。
清
涼
殿
の
西
南

側
。　

⑤
頭
右
中
弁　

八
日
条
。
万
里
小
路
賢
房
。　

⑥
神
宮
奉
行
の
職
事　

幕
府
の
神
宮
奉
行
職
で
は
な
く
、
朝
廷
の
神
宮
関
係
を
担
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う
蔵
人
頭
。　

⑦
目
録
を
付
す
る
の
間　

頭
弁
賢
房
が
目
録
を
付
け
た
の
で
。
こ
こ
で
の
「
目
録
」
は
、
神
宮
が
天
皇
に
奏
上
す
る
事
柄

を
箇
条
書
き
に
し
た
も
の
。
❶
の
〈　

〉
以
外
の
部
分
。　

⑧
奏
事
の
目
録
、
早
く
之
を
調
へ
て
付
し
、
之
を
進
上
す
〈　

〉
を
加
え
た

❶
を
天
皇
に
奉
っ
た
か
。　

⑨
常
の
御
所　

天
皇
が
日
常
い
る
所
。
清
涼
殿
の
北
側
中
央
西
寄
り
。　

⑩
新
内
侍　

高
倉
（
藤
原
）
継
子

（
一
四
八
〇
～
一
五
二
七
）
。
永
継
女
。
時
に
二
十
五
歳
。
文
亀
三
年
十
月
二
十
九
日
、
後
柏
原
天
皇
の
第
四
皇
子
（
道
喜
）
を
出
産
。　

⑪
内
宮
櫪
の
御
馬
の
解
状　
「
櫪
」
は
厩
。
❷
が
こ
の
解
状
の
写
し
。　

⑫
御
拝　

天
皇
が
毎
朝
、
清
涼
殿
で
神
宮
・
内
侍
所
な
ど
を
拝
す

る
儀
。　

⑬
官　

太
政
官
。
具
体
的
に
は
後
出
の
小
槻
時
元
。　

⑭
勅
答    

天
皇
が
答
え
る
、
天
皇
に
答
え
る
の
両
義
あ
り
。
こ
こ
は
前

者
。
十
七
日
条
「
勅
問
」
の
逆
。
天
皇
が
、
先
例
を
官
に
尋
ね
、
そ
の
後
に
沙
汰
す
べ
き
だ
と
答
え
た
。　

⑮
去
ん
ぬ
る
年
□
月
三
日　

❸
に
「
去
年
十
二
月
三
日
」
と
あ
り
。
欠
損
部
は
「
十
二
」
又
は
「
極
」
。　

⑯
内
侍
所　

九
日
条
。　

⑰
侍
従
大
納
言　

実
隆
。　

⑱
荒

木
田　

伊
勢
皇
大
神
宮
（
内
宮
）
に
奉
仕
し
て
き
た
神
主
家
。　

⑲
直
ら
し
め
給
ふ　
「
直
る
」
は
亡
く
な
る
。
内
宮
の
神
馬
な
の
で
敬
語

を
用
い
た
。　

不
日　

読
み
は
「
ふ
じ
つ
」
又
は
「
ひ
あ
ら
ず
」
。
幾
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
。
す
ぐ
に
。　

㉑
御
代
始
め　

改
元
。
文
亀

元
年
十
月
一
日
・
二
日
紙
背
の
三
条
実
香
書
状
「
誠
以
二

代
始
之
儀
一
、
一
向
見
所
之
様
候
之
条
、
口
惜
存
候
」
。
辛
酉
革
命
に
よ
り
二
月
に

明
応
か
ら
文
亀
に
改
元
し
た
。　

㉒
夜
を
以
て
日
に
継
ぎ    
休
む
こ
と
な
く
物
事
を
続
け
る
こ
と
。
『
晋
書
』
車
胤
伝
「
以
レ

夜
、
継
レ

日
焉
」

が
典
拠
。
『
内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』
『
内
宮
禰
宜
荒
木
田
守
晨
引
付
』
等
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
内
宮
に
関
す
る
文
書
で
の
定
型
表

現
。　

㉓
大
内
人　

伊
勢
神
宮
な
ど
で
供く

御ご

を
司
っ
た
神
官
。
禰
宜
の
下
。　

㉔
荒
木
田
行
久　

❷
の
解
状
を
都
に
い
る
祭
主
伊
忠
に
奉
っ

た
。　

㉕
守
武　

荒
木
田
守
武
（
一
四
七
三
～
一
五
四
九
）
。
守
秀
男
。
内
宮
神
官
。
時
に
三
十
二
歳
。
従
五
位
下
・
禰
宜
の
一
人
。
連
歌

を
よ
く
し
、
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
一
句
入
集
。
歌
集
に
『
守
武
千
首
』
。　

㉖
神
祇
権
大
副　

八
日
条
。
藤
波
伊
忠
。
❷
を
受
け
取
り
、

❸
の
書
状
を
時
元
に
出
し
た
。　

㉗
新
四
位
史　

小
槻
時
元
（
生
没
年
未
詳
）
。
左
大
史
。
❸
を
受
け
取
り
、
❹
等
を
賢
房
に
提
出
し
た
。

明
応
期
頃
（
一
四
九
二
～
一
五
〇
〇
）
よ
り
、
「
時
元
宿
禰
」
と
し
て
『
元
長
卿
記
』
『
実
隆
公
記
』
に
登
場
。　

㉘
御
撫
物　
「
諸
災
消
除
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の
祭
」
に
用
い
た
天
皇
の
御お

ん

衣ぞ

。
「
諸
災
」
の
中
心
は
火
災
か
。　

㉙
珍
重　

素
晴
ら
し
い
、
結
構
な
ど
の
意
。
こ
こ
は
、
「
結
願
」
に
対

す
る
感
想
か
。　

㉚
梵
光
侍
者　

相
国
寺
の
禅
僧
。
『
実
隆
公
記
』
に
十
四
日
条
の
得
航
ら
と
共
に
度
々
登
場
。
文
亀
三
年
六
月
十
三
日
条

「
及
レ

晩
、
四
宮
四
郎
右
衛
門
子
息
僧
、
梵
光
侍
者
〈
相
国
寺
僧
〉
、
携
レ

樽
、
来
。
玄
清
・
得
航
等
、
来
会
之
間
、
相
│二

招
四
郎
右
衛
門
尉
一

之
処
、
則
来
」
、
本
年
八
月
一
日
条
「
梵
光
蔵
主
、
携
二

一
荷
一
、
来
」
。
「
侍
者
」
は
、
禅
宗
で
師
僧
の
雑
務
に
当
た
る
僧
。
「
蔵
主
」
は
、
禅

宗
で
経
蔵
を
司
る
僧
、
又
は
単
に
僧
。　

㉛
伯
二
位　

白
川
忠
富
（
一
四
二
八
～
一
五
一
〇
）
。
雅
兼
王
次
男
。
時
に
七
十
七
歳
、
正
二
位
、

非
参
議
・
神
祇
伯
（
『
補
任
』
）
。
『
忠
富
王
記
』
記
主
。　

32
左
衛
門
尉　

六
日
条
。
粟
屋
親
栄
。　

33
右
大
弁
宰
相　

中
御
門
（
藤
原
）
宣

秀
（
一
四
六
九
～
一
六
三
一
）
。
宣
胤
男
。
時
に
三
十
六
歳
、
従
三
位
、
参
議
・
右
大
弁
、
三
月
二
十
九
日
任
権
中
納
言
（
『
補
任
』
）
。　

34

武
田
の
子
息　

武
田
元
光
（
？
～
一
五
五
一
）
。
元
信
次
男
。
被
官
粟
屋
親
栄
に
よ
り
主
家
の
元
服
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。 

35
昨
日    

十
日
壬
寅
の
大
明
日
。
『
吉
日
考
秘
伝
』
「
加
冠
吉
日
第
二
十
九
」
に
も
壬
寅
あ
り
。　

36
元
修
西
堂　

月け
つ

江こ
う

元げ
ん

修
し
ゅ
う

（
一
四
四
二
～
一
五

〇
八
）
。
「
月
江
」
又
は
「
修
首
座
」
と
も
。
南
禅
寺
の
僧
。
後
柏
原
天
皇
の
月
次
会
の
ほ
か
、
和
漢
聯
句
・
連
歌
の
御
会
へ
も
出
座
。
朝

倉
尚
「
禁
裏
連
句
連
歌
御
会
と
禅
僧

―
文
明
後
半
・
長
享
・
延
徳
・
明
応
期
を
中
心
と
し
て

―
」
（
金
子
金
治
郎
博
士
古
稀
記
念
論
集
編
集

委
員
会
編
『
連
歌
と
中
世
文
芸
』
、
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
、
二
六
四
～
二
六
七
頁
）
に
項
目
あ
り
。 

37
丹
波
桐
野
河
内　

丹
波
国
船
井
郡
。
南
北

朝
期
か
ら
戦
国
期
に
見
え
る
地
名
で
、
『
実
隆
公
記
』
に
散
見
。
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
九
月
二
十
九
日
条
「
自
二

桐
野
河
内
一
、
片
山
加

賀
守
苧
公
事
代
官
、
莚
廿
枚
、
為
二

年
貢
一

運
送
。
柿
・
松
茸
等
、
送
レ

之
」
。　

38
苧
公
事
の
事
　々
「
公
事
」
は
雑
税
・
夫
役
。
「
あ
を
そ

（
青
麻
・
青
苧
）
」
は
、
麻
の
粗
皮
を
は
い
で
水
に
よ
く
晒
し
細
か
く
裂
い
た
物
で
、
苧ち

ょ

麻ま

と
も
い
う
。
衣
料
と
し
て
需
要
が
あ
っ
た
。
中

世
以
降
の
産
地
と
し
て
は
越
後
国
が
最
も
有
名
（
越
後
上
布
）
。
青
苧
を
扱
う
天
王
寺
の
「
青あ

を

苧そ

座ざ

」
の
本
所
料
が
、
三
条
西
家
の
財
源
の

一
つ
だ
っ
た
。
そ
の
徴
収
は
実
隆
を
悩
ま
せ
、
丹
波
・
美
濃
な
ど
に
苧
公
事
代
官
を
派
遣
し
、
若
狭
の
小
浜
で
は
守
護
の
力
を
借
り
て
入

港
す
る
苧
船
へ
の
賦
課
に
も
努
め
た
。
『
人
物
叢
書
』
及
び
小
野
晃
嗣
「
三
条
西
家
と
越
後
青
苧
座
の
活
動
」
（
『
日
本
中
世
商
業
史
の
研
究
』
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法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
に
詳
し
い
。　

39
長
谷
河
与
次　

三
条
西
家
の
青
侍
。
本
年
閏
三
月
一
日
条
「
差
│二

下
青
侍
男
長
谷
河
与

次
一

」
。

十
二
日
甲辰 

天
晴
、
風
烈
雪
散
、
余
寒
甚
、
聯
輝
軒
御
所
望
連
歌
百
韻
合
点
了
、
及
晩
依
招
引
向
伯
二
位
許
、
有
晩

、
戸
部
卿
父
子
、
甘

黄
、
姉
羽
、
亭
主
父
子
請
伴
、
竹
田
法
印
入
夜
来
、
盃
酌
数
巡
有
興
、

〔
註
釈
〕

十
二
日
、
甲
辰
。
天
晴
る
。
風
烈
し
く
、
雪
散
る
。
①
余
寒
甚
し
。
」
②
聯れ

ん

輝き

軒け
ん

、
御
所
望
の
連
歌
百
韻
、
③
合
点
し
了
ん
ぬ
。
」 

晩
に
及
び
、

招
引
に
依
り
、
④
伯
二
位
の
許も

と

に
向
か
ふ
。
晩

有
り
。
⑤
戸こ

部ほ
う

卿
父
子
・
⑥
甘
黄
・
⑦
姉
羽
・
⑧
亭
主
父
子
、
⑨

請
し
や
う

伴ば
ん

す
。
」
⑩
竹
田
法
印
、

夜
に
入
り
、
来
た
る
。
盃
酌
数
巡
、
興
有
り
。
」

①
余
寒　

本
年
の
立
春
は
正
月
十
二
日
。　

②
聯
輝
軒　

就
し
ゅ
う

山ざ
ん

永え
い

崇す
う

（
一
四
六
二
～
一
五
〇
八
）
。
時
に
四
十
三
歳
。
伏
見
宮
貞
常
親
王
の

王
子
。
足
利
義
政
猶
子
。
漢
詩
文
・
連
歌
・
聯
句
な
ど
諸
芸
に
秀
で
、
御
会
に
も
出
座
し
た
。
聯
輝
軒
は
万
松
軒
と
同
じ
く
相
国
寺
内
。    

③
合
点　

和
歌
・
連
歌
等
の
良
し
と
す
る
も
の
に
点
を
付
け
る
こ
と
。　

④
伯
二
位　

十
一
日
条
。
白
川
忠
富
。　

⑤
戸
部
卿
父
子　

七

日
条
の
下
冷
泉
政
為
と
男
為
孝
（
一
四
七
五
～
一
五
四
三
）
。
為
孝
は
後
年
、
播
磨
に
在
国
し
出
家
。
歌
道
家
だ
が
歌
壇
の
中
心
に
は
参
画

せ
ず
、
伝
存
す
る
和
歌
作
品
も
断
片
的
。　

⑥
甘
黄　

甘
露
寺
（
藤
原
）
元
長
（
一
四
五
七
～
一
五
二
七
）
。
親
長
次
男
。
実
隆
の
母
方
の

従
弟
。
の
ち
に
公
条
の
岳
父
。
薨
年
七
十
一
（
『
二
水
記
』
『
言
継
卿
記
』
等
）
。
時
に
四
十
八
歳
。
従
二
位
、
権
中
納
言
（
『
補
任
』
）
。
『
元
長
卿

記
』
記
主
。
御
会
へ
の
参
加
も
多
く
、
作
品
は
『
公
宴
続つ

ぎ

歌う
た

』
に
多
数
所
収
。
「
黄
」
は
中
納
言
の
唐
名
、
黄
門
。　

⑦
姉
羽　

七
日
条
。

姉
小
路
済
継
。　

⑧
亭
主
父
子　

こ
こ
で
は
白
川
忠
冨
と
猶
子
雅ま

さ

業な
り

。　

⑨
請
伴　
「
相
伴
」
に
同
じ
。　

⑩
竹
田
法
印　

竹
田
定
盛
（
一

四
二
一
～
一
五
〇
八
）
。
医
師
。
時
に
八
十
三
歳
。
禁
裏
や
将
軍
家
に
勤
め
、
実
隆
の
主
治
医
で
も
あ
っ
た
。
和
歌
や
謡
曲
を
嗜
み
、
能
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「
善
界
」
の
作
者
と
さ
れ
る
。
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
五
月
二
日
条
「
和
剤
方
指
南
、
竹
田
法
印
定
盛
、
講
レ

之
」
。
「
貞
盛
法
印
」
も
、

同
二
十
二
日
に
禁
裏
で
同
じ
北
宋
『
太
平
恵
民
和
剤
局
方
』
の
「
指
南
総
論
」
を
講
釈
し
、
文
亀
三
年
八
月
二
十
四
日
に
は
二
十
四
考
の

一
人
「
閔び

ん

子し

騫け
ん

の
事
」
を
「
猿
楽
」
に
作
る
よ
う
相
談
し
、
実
隆
が
「
老
者
の
命
」
な
の
で
背
け
な
い
と
記
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
一
人

物
で
あ
ろ
う
。
十
四
日
条
参
照
。
大
鳥
壽
子
『
医
師
と
文
芸　

室
町
の
医
師
竹
田
定
盛
』
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。

十
三
日
乙巳 

晴雪
散
余
寒
甚

、
俊
通
三
位
来
、
甘
黄
来
臨
、
有
象
戯
、
勧
暑（

薯

預蕷
）

湯
閑
談
、
粟
屋
左
衛
門
尉
来
、
斎
藤
大
和
来
、
明
栄
寺
朝
首
座
東
海
事
有
相

談
之
旨
、

今
日
北
政
所
被
帰
南
陌
、
一
荷
両
種
被
携
之
、

〔
註
釈
〕

十
三
日
、
乙
巳
。
晴
れ
。
①
雪
散
る
、
余
寒
甚
だ
し
。
」
②
俊
通
三
位
、
来
た
る
。
」
③
甘
黄
、
来
臨
。
象
戯
有
り
、
④
薯
蕷
湯
を
勧
め
、
閑
談

す
。
」
⑤
粟
屋
左
衛
門
尉
、
来
た
る
。
」
⑥
斎
藤
大
和
、
来
た
る
。
⑦
明
栄
寺
の
⑧
朝て

う

首し
ゆ

座そ

〈
東
海
〉
の
事
、 

相
談
の
旨
有
り
。
」

今
日
、
⑨
北
政
所
、
⑩
南な

ん

陌ぱ
く

に
帰
ら
る
。
一
荷
両
種
、
之
を
携
へ
ら
る
。
」

①
雪
散
る
、
余
寒
甚
だ
し　
「
雪
散
余
寒
甚
」
は
、
「
晴
」
以
下
の
右
傍
に
小
字
で
記
入
。　

②
俊
通
三
位　

富
小
路
俊
通
（
？
～
一
五
一

三
）
。
姓
は
源
、
の
ち
藤
原
と
改
め
二
条
家
支
流
を
称
し
て
富
小
路
家
を
興
す
。
編
著
に
『
三
源
一
覧
』
。
は
じ
め
九
条
家
に
諸
大
夫
と
し

て
仕
え
る
。
文
亀
三
年
、
従
三
位
。
但
し
『
補
任
』
に
見
え
な
い
。　

③
甘
黄　

十
二
日
条
。
甘
露
寺
元
長
。　

④
薯
蕷
湯　

芋
粥
か
。

「
薯
蕷
」
は
長
芋
。　

⑤
粟
屋
左
衛
門
尉　

六
日
条
。
粟
屋
親
栄
。　

⑥
斎
藤
大
和　

大
和
守
斎
藤
元も

と

右す
け

（
基
祐
）
。　

⑦
明
栄
寺　

大
徳

寺
の
塔
頭
。　

⑧
朝
首
座
〈
東
海
〉　

東と
う

海か
い

宗そ
う

朝
ち
ょ
う

。
「
首
座
」
は
、
禅
宗
で
修
行
僧
中
の
首
席
に
あ
る
者
。
「
長
老
」
（
住
持
）
の
次
位
。

実
隆
は
多
く
、
僧
名
二
字
の
う
ち
一
字
＋
役
職
（
首
座
・
蔵
主
・
侍
者
な
ど
）
で
表
記
し
て
い
る
。
当
時
の
僧
の
一
覧
は
、
末
柄
豊
「
室
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町
時
代
公
家
日
記
禅
僧
人
名
索
引
稿
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一
二-

五
『
日
本
中
世
の
「
大
学
」
に
お
け
る
社
会
連
携
と
教
育
普

及
活
動
に
関
す
る
研
究
』
）
参
照
。　

⑨
北
政
所　

実
隆
長
女
保
子
。
九
条
尚ひ

さ

経つ
ね

（
一
四
六
九
～
一
五
三
〇
）
の
正
室
。
尚
経
は
、
時
に
三
十

七
歳
、
正
二
位
、
関
白
・
氏
長
者
（
『
補
任
』
）
。
文
亀
三
年
十
二
月
二
十
九
日
条
「
俊
通
卿
、
来
。
予
息
女
、
可
レ

称
二

北
政
所
一

之
事
、
尤

有
二

其
理
一
。
内
々
以
二

便
宜
一

可
二

申
沙
汰
一

之
由
、
先
日
入じ

ゆ

魂こ
ん

之
処
、
其
儀
、
昨
日
治
定
。
今
朝
如
レ

形
、
表
二

祝
義
一

了
之
由
、
相
語
。
尤
珍

重
々
々
」
。　

⑩
南
陌　
「
陌
」
は
東
西
の
道
。
九
条
を
指
す
。
多
用
さ
れ
る
語
な
の
で
、
こ
こ
の
「
北
」
「
南
」
の
対
に
は
特
に
意
味
は
無

か
ろ
う
。

十
四
日
丙午 

晴
、
先
妣
月
忌
、
順
慶
大
徳
来
臨
、
至
今
日
七
ヶ
日
念
誦
所
作
大
概
終
功
廻
向
了
、
貞
盛
法
印
携
一
桶
来
、
竹
田
法
眼
、
大
隅

等
来
会
、
一
盞
有
興
、
光
侍
者
、
得
航
等
来
、
詠
歌
相
談
之
、
愚
意
分
示
之
了
、
入
夜
三
条
中
納
言
来
臨
、
小
番
参
仕
次
也
、
勧
一
盞
雑

談
、

長
谷
川
与
次
及
晩
上
洛
、
小
事
年
貢
持
来
之
、
莚
五
枚
明
日
可
運
送
之
云　

　

々
、

〔
註
釈
〕

十
四
日
、
丙
午
。
晴
れ
。
」
①
先せ

ん

妣ぴ

の

月
ぐ
わ
つ

忌き

、
②
順
慶
大
徳
、
来
臨
。
今
日
に
至
る
③
七
ヶ
日
の
念
誦
の
所
作
、
大
概
終
功
し
、
廻
向
し
了

ん
ぬ
。
」
④
貞さ

だ

盛も
り

法
印
、
一
桶
を
携
へ
て
来
た
る
。
⑤
竹
田
法
眼
・
⑥
大
隅
等
、
来
会
。
一
盞
、
興
有
り
。
」
⑦
光
侍
者
・
⑧
得
航
等
、
来
た
る
。

詠
歌
、
之
を
相
談
す
。
愚
意
の
分
、
之
を
示
し
了
ん
ぬ
。
」
夜
に
入
り
、
⑨
三
条
中
納
言
、
来
臨
。
小
番
参
仕
の
次
い
で
な
り
。
一
盞
を
勧

め
、
雑
談
す
。
」

⑩
長
谷
川
与
次
、
晩
に
及
び
、
上
洛
す
。
⑪

小
し
や
う

事じ

の
年
貢
、
之
を
持
ち
来
た
る
。
⑫
莚
五
枚
、
明
日
、
之
を
運
送
す
べ
し
と
云
々
。
」

①
先
妣　

亡
き
母
。
甘
露
寺
房
長
女
。
親
長
の
姉
妹
。
実
隆
十
六
歳
の
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
十
月
十
四
日
、
鞍
馬
寺
の
仮
住
ま
い
で
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死
去
。
享
年
五
十
。　

②
順
慶
大
徳　

泉
涌
寺
雲
竜
院
の
僧
。
文
亀
三
年
八
月
三
十
日
条
「
雲
竜
院
僧
順
慶
、
来
」
。　

③
七
ヶ
日　

八
日

条
参
照
。　

④
貞
盛
法
印　

十
二
日
条
。
竹
田
法
印
定
盛
。　

⑤
竹
田
法
眼　

本
日
条
が
初
見
。
永
正
八
年
五
月
十
五
日
に
は
吉
田
四
郎

兵
衛
・
神
余
昌
綱
と
共
に
来
て
「
一
盞
・
雑
談
」
し
、
同
年
十
月
十
日
に
は
摂
津
国
河
辺
郡
富と

松ま
つ

荘
の
年
貢
（
三
分
の
一
が
三
条
西
家
領
）

の
沙
汰
を
引
き
受
け
る
な
ど
し
て
い
る
。　

⑥
大
隅　

地
方
武
士
。
永
正
五
年
十
一
月
一
日
条
に
「
丸
七
郎
左
衛
門
、
大
隅
盛
弘
」
。
永
正

二
年
六
月
二
十
六
日
条
・
同
四
年
三
月
十
七
日
条
の
「
大
隅
（
守
）
兼
清
」
と
は
別
人
。
文
亀
三
年
以
降
、
頻
繁
に
登
場
。
同
じ
地
方
武

士
の
丸
七
郎
（
七
日
条
⑨
「
丸
」
註
参
照
）
と
の
同
行
が
多
く
、
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
古
典
に
も
関
心
が
あ
っ
た
。
文
亀
三
年
三
月
二
十

三
日
条
「
丸
七
郎
・
大
隅
等
来
。
箒
木
巻
所
望
之
間
、
端
聊
読
レ

之
」
、
同
年
六
月
二
十
七
日
条
「
丸
・
大
隅
等
来
。
詠
歌
大
概
一
反
、
読
レ

之
。
依
二

丸
之
所
望
一

也
」
、
同
年
十
月
十
六
日
条
「
今
日
、
乙
女
巻
、
読
レ

之
。
粟
屋
左
衛
門
尉
親
栄
発
起
也
。
丸
七
郎
・
大
隅
・
飛
弾
・

久
村
信
濃
・
大
野
藤
左
衛
門
等
、
在
レ

座
」
、
本
年
閏
三
月
三
日
条
「
源
氏
物
語
〈
若
菜
上
〉
、
講
談
再
興
。
姉
小
路
・
冷
泉
羽
林
・
光
侍

者
・
道
堅
・
丸
・
左
衛
門
尉
〈
発
起
〉・
久
村
・
飛
騨
・
大
隅
・
大
野
等
来
」
、
永
正
六
年
三
月
六
日
条
「
大
隅
発
起
源
氏
桐
壺
巻
、
読
レ

之
。

丸
、
同
聴
也
。
大
隅
携
二

一
壺
一

之
間
、
賞
翫
。
相
公
羽
林
（
四
辻
公
音
）
、
在
レ

座
」
、
同
年
四
月
十
一
日
条
「
午
時
、
講
二

伊
勢
物
語
一
。
冷

泉
三
位
来
。
杉
原
伊
賀
守
・
師
象
朝
臣
・
資
直
・
丸
七
郎
兵
衛
・
大
隅
等
来
」
。　

⑦
光
侍
者　

十
一
日
条
「
梵
光
侍
者
」
に
同
じ
。　

⑧

得
航    

僧
。
歌
人
。
文
亀
三
年
六
月
十
三
日
（
十
一
日
条
㉚
「
梵
光
」
註
参
照
）
、
七
月
一
日
も
梵
光
・
玄
清
と
実
隆
邸
に
来
会
。
本
年
三

月
二
十
六
日
条
に
も
「
得
航
、
送
二

鴬
宿
梅
一
。
道
堅
法
師
、
来
話
。
今
日
常
徳
院
（
足
利
義
煕
）
御
忌
。
無
二

殊
御
作
善
一

之
由
相
語
、
詠
二

和
歌
三
首
一

令
レ

見
レ

之
。
則
和
遣
了
」
と
あ
る
。
閏
三
月
四
日
条
紙
背
の
義
煕
忌
日
の
和
歌
三
首
は
、
得
航
で
は
な
く
道
堅
の
作
か
。　

⑨

三
条
中
納
言　

正
親
町
三
条
（
藤
原
）
実
望
（
一
四
六
三
～
一
五
三
〇
）
。
公
治
男
。
時
に
四
十
二
歳
、
従
二
位
、
権
中
納
言
（
『
補
任
』
）
。    

⑩
長
谷
川
与
次　

丹
波
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
青
侍
。
十
一
日
条
参
照
。　

⑪
小
事　

室
町
時
代
に
は
些
細
な
事
柄
で
は
な
く
物
。
十
一
日

条
参
照
。    

⑫
筵
五
枚　

用
途
は
十
八
日
条
に
見
え
る
。
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十
五
日
丁未 

晴
、
早
朝
甘
露
寺
中
納
言
来
、
粗
伝
勅
語
云
、
仗
議
事
一
条
前
関
白
、
前
左
府
等
申
□

（
詞
）

共
以
可
有
延
引
之
由
也
、
仍
先
至
来
廿

四
日
延
引
趣
風
聞
、
大
略
省
略
一
定
云　

　

々
、
条
々
相
談
之
子
細
等
不
能
記
之
、

及
晩
梳
髪
、

抑
皇
太
神
宮
御
馬
事
、
官
不
能
勘
例
、
纔
延
徳
之
度
儀
注
折
紙
送
之
由
、
奉
行
職
事
申
送
之
間
、
頗
聊
爾
雖
不
可
然
、
弥
為
遅
々
基
之
間
、

則
先
奏
聞
、
任
近
例
以
消
息
相
触
頭
人
了
、
此
事
内
々
相

談
帥
卿
了
、

　

 

皇
太
神
宮
櫪
御
馬
去
年
十
二
月
三
日
令
直
給
之
由
注
進
候
、
早
任
先
例
可
被
召
進
之
由
、
可
有
申
沙
汰
之
旨
、
被
仰
下
候
也
、
恐
々
謹

言
、

　
　
　

二
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
隆

　
　

摂
津
中
務
大
輔
殿　
　
掃
部
頭
殿
と
書
之
、
忘
却
之
処
、
報
其
旨
之
間
、
書
改
遣
了
、

官
折
紙
如
此
、

　

 

皇
太
神
宮
櫪
御
馬
事
、
延
徳
二
年
七
月
十
九
日
自
室
町
殿
被
牽
進
黒
毛
、
云　

　

々
、
近
日
令
直
給
之
由
、
依
公
武
注
進
、
自
禁
裏
被
申
入
歟
、

仍
被
牽
進
之
、
送
状
清
筑
後
守
元
定
調
之
、
頭
人
摂
津
掃
部
頭
加
草
名
云　

　

々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
元
上

入
夜
念
誦
、
読
経
等
励
懇
志
、
今
日
当
番
昼
夜
公
条
朝
臣
候
之
、
重
治
卿
、
為
学
朝
臣
参
入
云　

　

々
、

釈
迦
捧
物
一
種
鋏
公
条
朝
臣
持
参
、
扇
一
本
拝
領
退
出
、

〔
註
釈
〕

十
五
日
、
丁
未
。
晴
れ
。
」
早
朝
、
①
甘
露
寺
中
納
言
、
来
た
る
。

粗
あ
ら
あ
ら

勅
語
を
伝
へ
て
云
は
く
、
「
②

仗
ぢ
や
う

議ぎ

の
事
、
③
一
条
前
関
白
・
④
前

左
府
等
の
申
す
詞
、
共
に
延
引
有
る
べ
き
の
由
を
以
て
な
り
。
仍
り
て
先
づ
来
た
る
廿
四
日
に
至
り
、
延
引
の
趣
を
風
聞
す
。
大
略
省
略
、
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一い
ち

定
ぢ
や
う

」
と
云
々
。
条
々
相
談
の
子
細
等
、
⑤
之
を
記
す
こ
と
能
は
ず
。
」

晩
に
及
び
、
髪
を
梳
く
。
」

抑
そ
も
、
⑥
皇
太
神
宮
の
御
馬
の
事
、
官
、
例
を
勘
ず
る
能
は
ず
。

纔
わ
づ
か

に
⑦
延
徳
の
度
の
儀
、
折
紙
に
注
し
之
を
送
る
由
、
⑧
奉
行
の
職し

き

事じ

、
申
し
送
る
の
間
、

頗
す
こ
ぶ

る
⑨
聊
爾
な
り
。
然
る
べ
か
ら
ざ
る
と
雖
も
、
⑩
弥
い
よ
遅
々
た
る
基も

と

と
為な

る
の
間
、
則
ち
先
づ
奏
聞
し
、
近

例
に
任
せ
、
⑪
消
息
を
以
て
、
⑫
頭と

う

人に
ん

に
相
ひ
触
れ
了
ん
ぬ
〈
此
の
事
、
内
々
に
⑬
帥
卿
に
相
談
し
了
ん
ぬ
〉
。

❶ 

皇
太
神
宮
の
櫪
の
御
馬
、
去
年
十
二
月
三
日
、
直
ら
し
め
給
ふ
の
由
、
注
進
し
了
ん
ぬ
。
早
く
先
例
に
任
せ
、
召
し
進
ぜ
ら
る
べ
き
の

由
、
申
し
沙
汰
有
る
べ
き
の
旨
、
仰
せ
下
さ
れ
候
ふ
な
り
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　

二
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
隆

　
　
⑭
摂
津
中
務
大
輔
殿　
〈
⑮
掃
部
頭
殿
と
之
を
書
く
。
忘
却
の
処
、
其
の
旨
を
報
ず
る
の
間
、
書
き
改
め
、
遣
は
し
了
ん
ぬ
。
〉
」

官
の
折
紙
、
此
く
の
ご
と
し
。

❷ 

皇
太
神
宮
の
櫪
の
御
馬
の
事
、
延
徳
二
年
七
月
十
九
日
、
室
町
殿
よ
り
牽
進
せ
ら
る
〈
黒
毛
〉
、
と
云
々
。
近
日
、
直
ら
し
め
給
ふ
の
由
、

公
武
に
注
進
に
依
り
、
禁
裏
よ
り
申
し
入
れ
ら
る
る
か
。
仍
り
て
之
を
牽
進
せ
ら
る
。

送
お
く
り

状
じ
や
う

、
⑯
清せ

い

筑
後
守
元
定
、
之
を
調
へ
、
頭

人
摂
津
掃
部
頭
、
⑰
草さ

う

名
み
や
う

を
加
ふ
、
と
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時と
き

元も
と

〈

上
た
て
ま
つ

る
〉 

」

夜
に
入
り
念
誦
・
読
経
等
、
懇
志
に
励
む
。
」
今
日
の
当
番
、
昼
夜
、
公
条
朝
臣
、
之
に
候
す
。
⑱
重
治
卿
・
⑲
為た

め

学ざ
ね

朝
臣
参
入
す
と
云
々
。
」

⑳
釈
迦
の
捧ほ

う

物も
ち

一
種
〈
鋏
〉
、
公
条
朝
臣
、
持
参
す
。
扇
一
本
、
拝
領
し
、
退
出
す
。
」

①
甘
露
寺
中
納
言　

十
二
日
条
。
甘
露
寺
元
長
。　

②
仗
議
の
事　

公
卿
会
議
の
内
容
。
こ
こ
は
改
元
に
つ
い
て
。　

③
一
条
前
関
白　

一
条
（
藤
原
）
冬
良
（
一
四
六
四
～
一
五
一
四
）
。
兼
良
男
。
時
に
四
十
一
歳
、
従
一
位
、
前
太
政
大
臣
・
前
関
白
（
『
補
任
』
）
。
実
隆
ら
と
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共
に
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
編
纂
に
関
わ
り
、
序
文
を
執
筆
。　

④
前
左
府　

九
条
（
藤
原
）
政
基
（
一
四
四
五
～
一
五
一
六
）
。
満
教
男
、

尚
経
父
。
時
に
六
十
歳
、
従
一
位
、
前
左
大
臣
・
前
関
白
・
准
三
宮
（
『
補
任
』
）
。 

⑤
之
を
記
す
こ
と
能
は
ず　

改
元
の
評
議
を
延
期
さ
せ

た
り
簡
略
化
さ
せ
た
り
す
る
摂
家
を
二
人
で
批
判
し
た
か
。　

⑥
皇
太
神
宮
の
御
馬
の
事　

十
一
日
条
参
照
。　

⑦
延
徳
の
度
の
儀　

❷

の
時
元
の
折
紙
（
官
の
勘
文
）
に
挙
げ
ら
れ
た
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
七
月
十
九
日
の
足
利
義
材
に
よ
る
黒
馬
献
上
の
際
の
次
第
。    

⑧
奉
行
の
職
事　

十
一
日
条
。
万
里
小
路
賢
房
。　

⑨
聊
爾　

い
い
加
減
。
こ
こ
で
は
、
❷
で
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
直
近
の
一
例
の
み
で

あ
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
。
内
宮
の
神
馬
斃
死
は
、
他
に
例
え
ば
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
二
月
の
例
が
あ
る
。　

⑩
弥
い
よ
遅
々
た

る
基
と
為
る
の
間　

勘
申
の
や
り
直
し
を
さ
せ
る
と
一
層
遅
れ
る
原
因
と
な
る
の
で
。　

⑪
消
息　

❶
の
実
隆
書
状
。　

⑫
頭
人　

幕
府

の
政
所
な
ど
の
長
官
。
こ
こ
は
摂
津
政ま

さ

親ち
か

。　

⑬
帥
卿　

町
（
藤
原
）
広
光
（
一
四
六
九
～
一
五
〇
四
）
。
藤
光
男
。
時
に
六
十
一
歳
、
正

二
位
、
前
権
中
納
言
・
大
宰
権
帥
（
『
補
任
』
）
。
本
年
二
月
十
六
日
至
十
八
日
条
の
紙
背
は
、
実
隆
が
送
っ
た
❶
の
政
親
宛
書
状
の
案
文
に

広
光
が
書
き
加
え
た
も
の
と
、
広
光
自
身
の
書
状
。　

⑭
摂
津
中
務
大
輔
殿　

摂
津
政
親
。
之
親
男
。
室
町
幕
府
奉
公
衆
。
文
亀
二
年
二

月
十
五
日
条
「
抑
、
神
宮
禰
宜
事
、
御
執
奏
之
儀
、
摂
津
中
務
大
輔
、
示
│二

送
之
一
、
以
二

使
者
一

申
レ

之
」
。　

⑮
掃
部
頭
殿　

政
親
の
前
職
。

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
五
月
二
日
条
「
摂
津
掃
部
頭
、
来
」
。
紙
背
の
書
状
案
で
は
、
「
掃
部
頭
」
を
消
し
「
中
務
大
輔
」
に
修
正
。
❷

は
延
徳
二
年
の
例
な
の
で
、「
頭
人
摂
津
掃
部
頭
」
で
よ
い
。　

⑯
清
筑
後
守
元
定　

清
原
元
定
。
室
町
幕
府
奉
公
衆
で
、
有
職
に
通
ず
る
。    

⑰
草
名　

草
書
体
の
署
名
。　

⑱
重
治
卿　

田た

向む
か
い（

源
）
重
治
（
一
四
八
八
～
一
五
三
五
）
。
時
に
五
十
四
歳
、
従
二
位
、
権
中
納
言
（
『
補

任
』
）
。
後
柏
原
天
皇
の
和
歌
・
和
漢
御
会
に
度
々
出
座
。　

⑲
為
学
朝
臣　

五
条
（
菅
原
）
為
学
（
一
四
七
二
～
一
五
四
三
）
。
時
に
三
十

三
歳
。
和
歌
・
和
漢
御
会
に
度
々
出
座
し
、
執
筆
も
務
め
た
。
の
ち
に
文
章
博
士
と
し
て
知
仁
親
王
に
『
古
文
真
宝
前
集
』
の
講
釈
を
行

う
（
『
後
奈
良
天
皇
実
録
』
永
正
九
年
一
月
十
一
日
条
）
。　

⑳
釈
迦
の
捧
物　

釈
迦
の
涅
槃
会
に
際
し
、
捧
物
と
し
て
鋏
を
公
条
に
持
た
せ
た
。

『
実
隆
公
記
』
で
は
例
年
、
捧
物
進
上
と
天
皇
か
ら
の
下
賜
が
記
さ
れ
る
。
文
明
十
九
年
二
月
十
五
日
条
「
涅
槃
捧
物
、
奈
良
刀
一
、
進
│二



172

上
之
一
。
犬
箱
、
狛
等
、
拝
│二

領
之
一

」
。

十
六
日
戊申 
雨
降
、
和
漢
御
会
也
、
仍
早
朝
参
内
、
先
依
召
参
御
前
、
仗
議
間
事
被
仰
下
、
又
申
入
之
子
細
等
在
之
、

御
会
参
仕
人
々
、

　

下
官　

甘
黄　

源
黄　

左
兵
衛
督　

済
継
朝
臣　

章
長
朝
臣　

為
学
朝
臣
執
筆
、
就
山　

元
修
西
堂
等
也
、

斜
陽
程
終
功
退
出
、

　

春
雨
の
糸
よ
り
と
く
や
花
の
紐　
　
就
山

　

斯
日
設
梅
供　
　
元
修　

〔
註
釈
〕

十
六
日
、
戊
申
。
雨
降
る
。
」
①
和
漢
御
会
な
り
。
仍
り
て
早
朝
、
参
内
す
。
」
先
づ
召
し
に
依
り
、
御
前
に
参
る
。
②
仗
議
の
間
の
事
、
仰

せ
下
さ
る
。
」
又
申
し
入
れ
の
子
細
等
、
之
在
り
。
」

御
会
参
仕
の
人
々
、

　

下
官　
③
甘
黄　
④
源
黄　
⑤
左
兵
衛
督　
⑥
済
継
朝
臣　
⑦
章
長
朝
臣　
⑧
為
学
朝
臣
〈
⑨
執
筆
〉　
⑩
就
山　
⑪
元
修
西
堂
等
な
り
。

斜
陽
の
程
、
終
功
し
、
退
出
す
。

　
⑫
春
雨
の
糸
よ
り
と
く
や
花
の
紐　
　
　
　
　
　

〈
就
山
〉

　
⑬
斯
日
設
梅
供
（
斯
日　

梅
を
設
け
て
供
す
）　
〈
元
修
〉
」

①
和
漢
御
会　

禁
裏
の
和
漢
聯
句
の
会
。
京
都
大
学
和
漢
聯
句
研
究
会
編
の
各
書
に
、
該
当
す
る
会
は
見
え
な
い
。　

②
仗
議　

十
五
日

条
と
同
じ
く
改
元
に
関
す
る
評
議
。　

③
甘
黄　

十
二
日
条
。
甘
露
寺
元
長
。　

④
源
黄　

十
五
日
条
。
田
向
重
治
。　

⑤
左
兵
衛
督　
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冷
泉
永
宣
（
一
四
六
三
～
？
）
か
。
永
親
男
。
時
に
四
十
一
歳
。
同
月
十
七
日
和
歌
御
会
・
同
月
二
十
五
日
和
漢
聯
句
御
会
（
『
元
長
卿
記
』
）

に
右
兵
衛
督
と
し
て
永
宣
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
「
右
兵
衛
督
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。　

⑥
済
継
朝
臣　

七
日
条
。
姉
小
路
済
継
。    

⑦
章
長
朝
臣　

九
日
条
。
高
辻
章
長
。　

⑥
為
学
朝
臣　

十
五
日
条
。
五
条
為
学
。　

⑦
執
筆　

連
歌
・
聯
句
の
会
で
連
衆
の
出
す
句
を

懐
紙
に
記
す
役
。
連
俳
の
故
実
に
通
じ
能
筆
の
者
、
年
少
の
者
の
役
。
為
学
は
参
加
者
中
最
年
少
。　

⑩
就
山　

十
二
日
条
。
聯
輝
軒
。

就
山
永
崇
。　

⑪
元
修
西
堂　

十
一
日
条
。
月
江
元
修
。　

⑫
春
雨
の
糸
よ
り
と
く
や
花
の
紐　

発
句
。
「
春
雨
」
は
冬
か
ら
春
へ
の
移
行

期
に
降
り
、
植
物
の
生
長
を
促
す
も
の
と
し
て
詩
歌
に
詠
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
日
に
雨
が
降
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
仲
春
二
月
だ
が

「
春
雨
」
を
用
い
て
初
春
を
詠
ん
だ
か
。
「
糸
」
「
よ
り
」
「
と
く
」
「
紐
」
は
縁
語
。
糸
の
よ
う
に
降
る
春
雨
に
よ
っ
て
花
が
咲
く
様
と
、
紐

が
解
け
る
様
を
重
ね
る
。
「
青
柳
の
糸
よ
り
か
く
る
春
し
も
ぞ
乱
れ
て
花
の
綻
び
に
け
る
」
（
『
古
今
集
』
春
歌
上
・
二
六
・
歌
奉
れ
と
仰
せ
ら
れ
し

時
に
よ
み
て
奉
れ
る
・
貫
之
）
、
「
伏
し
て
思
ひ
起
き
て
な
が
む
る
春
雨
に
花
の
下
紐
い
か
に
と
く
ら
ん
」
（
『
新
古
今
集
』
春
歌
上
・
八
四
・
題
不
知
・

よ
み
人
不
知
）
。　

⑬
斯
日
設
梅
供　

春
雨
に
促
さ
れ
て
花
が
開
い
た
と
の
詠
を
受
け
、
春
雨
が
今
日
の
た
め
に
梅
花
を
咲
か
せ
御
会
に
供

え
た
の
だ
と
詠
じ
る
。
前
句
の
本
歌
『
新
古
今
集
』
歌
の
上
句
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は

春
の
物
と
て
な
が
め
（
長
雨
）
暮
ら
し
つ
」
の
ほ
か
、
同
じ
く

高
た
か
い

子こ

章
段
で
あ
る
第
四
段
の
地
の
文
「
梅
の
花
盛
り
に
去
年
を
恋
ひ
て
行

き
て
、
立
ち
て
み
、
ゐ
て
み
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
も
想
起
さ
れ
る
。
初
春
と
い
う
季
節
の
設
定
に
加
え
て
、
後
者
も

「
梅
」
を
導
い
た
か
。
ま
た
再
三
、
余
寒
の
厳
し
さ
が
記
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
初
春
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
御
会
の
開

催
を
寿
ぐ
一
句
。
韻
字
「
供
」
は
上
平
声
第
二
「
冬
」
韻
、
平
仄
は
○
●
●
○
◎
。

十
七
日
己酉 

晴
、
朝
間
雨
、
新
大
典
侍
被
詣
内
侍
所
、
又
可
詣
御
霊
、
北
野
、
供
事
被
相
語
之
間
、
遣
青
侍
了
、
午
時
青
女
向
新
大
典
侍
局
、

当
年
初
度
也
、
一
荷
両
三
種
携
之
、
予
同
被
招
引
之
間
罷
向
、
有
一
盞
事
、
勾
当
内
侍
謁
予
被
談
云
、
新
大
典
侍
著
帯
事
、
就
吉
方
於
伯
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二
位
許
可
有
此
事
、
其
仁
体
可
為
如
何
哉
、
新
典
侍
可
然
哉
如
何
云　

　

々
、
尤
可
然
之
由
申
了
、

抑
伯
二
位
入
来
、
経
郷
卿
老
病
危
急
也
、
賢
房
朝
臣
著
服
事
可
為
如
何
様
哉
之
由
勅
問
之
間
、
只
以
伯
父
軽
服
可
然
之
由
申
入
了
云　

　

々
、
予

尤
同
心
也
、
其
次
談
云
、
懐
妊
人
五
ケ
月
以
後
不
詣
神
前
事
也
、
今
朝
新
大
典
侍
無
左
右
被
参
、
無
御
□

（
尋
）

不
及
力
、
不
可
然
之
由
称
之
、

世
俗
皆
著
帯
以
前
不
憚
之
由
存
之
、
仍
如
此
歟
、
向
後
尤
可
存
知
事
也
、
又
御
帯
加
持
事
青
蓮
院
准
后
可
有
申
沙
汰
之
由
領
状
云　

　

々
、
珍

重
々
々
、

粟
屋
左
衛
門
尉
来
、
八
雲
抄
銘
書
之
、
彼
感
得
之
八
雲
抄
第
二
巻
有
余
分
、
仍
予
取
之
、
可
沙
汰
続
之
由
存
之
、
自
愛
也
、

〔
註
釈
〕

十
七
日
、
己
酉
。
晴
れ
。
朝
の
間
、
雨
。
」
①
新し

ん

大お
ほ

典す

侍け

、
②
内
侍
所
に
詣
で
ら
る
。
又
、
③
御ご

霊り
や
う・

北
野
に
詣
づ
べ
き
供と

も

の
事
、
相
語
ら
は

る
る
の
間
、
④
青
侍
を
遣
は
し
了
ん
ぬ
。
」
午
の
時
、
⑤
青せ

い

女ぢ
よ

、
新
大
典
侍
の
局
に
向
ふ
。
当
年
初
度
な
り
。
一
荷
両
三
種
、
之
を
携
ふ
。

予
、
同
じ
く
招
引
せ
ら
る
る
の
間
、
⑥
罷
り
向
か
ふ
。
一
盞
の
事
有
り
。
」
⑦
勾
当
内
侍
、
予
に
謁
し
、
談か

た

ら
は
れ
て
云
は
く
、
「
新
大
典
侍

の
⑧
著
帯
の
事
、
⑨
吉
方
に
就
き
、
⑩
伯
二
位
の
許
に
於
い
て
、
此
の
事
有
る
べ
し
。
其
の
⑪
仁じ

ん

体た
い

、
如
何
に
為
す
べ
き
や
。
⑫
新
典
侍
、
然

る
べ
き
や
、
如
何
」
と
云
々
。
尤
も
然
る
べ
き
の
由
、
申
し
了
ん
ぬ
。
」

抑
そ
も
、
伯
二
位
、
入
来
。
「
⑬
経つ

ね

郷さ
と

卿
の
老
病
、
危
急
な
り
。
⑭
賢
房
朝
臣
著

ち
や
く

服ぶ
く

の
事
、
如
何
様
に
為
す
べ
き
や
の
由
、
勅
問
の
間
、
只
、

伯
父
を
以
て
⑮

軽
き
や
う

服ぶ
く

然
る
べ
き
の
由
、
申
し
入
れ
了
ん
ぬ
」
と
云
々
。
予
、
尤
も
同
心
な
り
。
」
其
の
次
い
で
に
談
ら
ひ
て
云
は
く
、
「
⑯

懐
妊
の
人
、
五
カ
月
以
後
、
神
前
に
詣
で
ざ
る
事
な
り
。
今
朝
、
新
大
典
侍
、
左さ

右う

無
く
参
ら
る
。
御
尋
ね
無
く
、
力
及
ば
ず
」
。
然
る
べ

か
ら
ざ
る
の
由
、
之
を
称
す
。
世
俗
は
皆
、
著
帯
以
前
は
憚
ら
ざ
る
の
由
、
之
を
存
す
。
仍
り
て
此
く
の
ご
と
き
か
。
向
後
、
尤
も
存
知

す
べ
き
事
な
り
。
」

又
、
⑰
御
帯
の
加
持
の
事
、
⑱

青
し
や
う

蓮れ
ん

院ゐ
ん

准じ
ゆ

后ご
う

、
申
し
沙
汰
有
る
べ
き
の
由
、
⑲
領
状
す
と
云
々
。
珍
重
々
々
。
」
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⑳
粟
屋
左
衛
門
尉
、
来
た
る
。
㉑
『
八
雲
抄
』
の
銘
、
之
を
書
く
。
彼
の
感
得
の
『
八
雲
抄
』
、
第
二
巻
、
余
分
有
り
。
仍
り
て
予
、
之
を

取
る
。
㉒
続
き
を
沙
汰
す
べ
き
の
由
、
之
を
存
す
。
㉓
自
愛
な
り
。
」

①
新
大
典
侍　

勧
修
寺
（
藤
原
）
藤
子
（
一
四
六
四
～
一
五
三
五
）
。
教
秀
女
。
後
奈
良
天
皇
他
の
母
。
実
隆
室
の
妹
又
は
姉
。
時
に
四
十

一
歳
。
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
に
女
子
（
覚
鎮
女
王
）
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
九
月
二
十
五
日
、
第
一
皇
子
を
出
産
（
十
日
後
に

夭
折
）
。
本
年
四
月

0

0

二
十
一
日
、
第
五
皇
子
（
尊
鎮
親
王
）
を
出
産
。　

②
内
侍
所　

九
日
条
。　

③
御
霊　

上か
み

御ご

霊
り
ょ
う

神
社
と
下し

も

御
霊
神

社
が
あ
る
が
、
北
野
社
に
近
い
の
は
前
者
。　

④
青
侍　

十
日
条
参
照
。　

⑤
青
女　

年
齢
が
若
く
世
慣
れ
な
い
女
、
身
分
の
低
い
女
を

指
す
が
、
こ
こ
は
自
分
の
妻
の
卑
称
。
実
隆
室
は
勧
修
寺
教
秀
三
女
で
、
後
土
御
門
天
皇
後
宮
の
房
子
は
姉
、
藤
子
は
妹
又
は
姉
。
公こ

う

順じ
ゅ
ん

・
公
条
・
桂
陽
、
保
子
・
次
女
を
産
む
。
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
十
月
二
十
日
条
「
今
日
、
依
二

吉
曜
（
己
巳
の
大
明
日
）
一
、
入
レ

夜
、
有
二

青
女
著
帯
事
一
、
珍
重
々
々
」
。
同
三
年
、
実
隆
次
女
誕
生
。　

⑥
罷
り
向
か
ふ　
「
行
き
向
か
ふ
」
の
謙
譲
語
。
出
向
く
。　

⑦
勾

当
内
侍　

東
坊
城
（
菅
原
）
松
子
（
一
四
四
二
～
一
五
二
九
）
。
益
長
女
。
時
に
、
六
十
三
歳
。　

⑧
着
帯　

懐
妊
五
箇
月
の
吉
日
に
腹
帯

を
付
け
る
儀
式
。
辛
亥
も
大
明
日
の
吉
日
。
院
政
期
の
『
陰
陽
略
書
』
「
択
日
吉
凶
」
の
「
妊
者
着
帯
」
に
は
、
十
二
直
の
「

満
み
つ
る

・

平
た
ひ
ら

・

定さ
だ
む

・
成な

す

・

開
ひ
ら
く

」
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
十
九
日
は
成
で
も
あ
っ
た
。　

⑨
吉
方　
『
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勘
進
記
』
「
産
間
雑
事
日
」
の

「
産
婦
向
方
」
に
「
天
道
」
が
挙
げ
ら
れ
「
二
月
〈
西
南
〉
」
と
あ
る
ほ
か
、
「
如
二

着
帯
向
方
一
、
生
気
・
養
者
、
天
徳
・
月
徳
・
月
空
等
方

中
、
不
レ

当
二

禁
忌
一

之
方
、
可
レ

用
レ

之
」
と
も
あ
る
。
妊
産
婦
が
向
く
の
で
は
な
く
、
禁
裏
か
ら
吉
方
に
当
た
る
公
家
の
邸
宅
で
着
帯
の
儀

を
行
う
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
「
吉
方
」
自
体
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。　

⑩
伯
二
位　

十
一
日
条
。
白
川
忠
富
。　

⑪
仁

体　

人
を
丁
寧
に
い
う
語
。
お
人
、
お
方
。　

⑫
新
典
侍　

四
日
条
。
庭
田
源
子
。　

⑬
経
郷
卿　

勧
修
寺
（
藤
原
）
経
郷
。
経
成
男
、

教
秀
の
弟
。
時
に
七
十
三
歳
、
従
二
位
、
前
権
中
納
言
、「
二
月
十
七

（
マ
マ
）

日
卒
」
（
『
補
任
』
）
。
二
十
日
条
に
「
前
中
納
言
経
郷
卿
、
去
夜
逝
水
」

と
あ
る
の
で
、
十
九
日
卒
。　

⑭
賢
房
朝
臣　

八
日
条
。
万
里
小
路
賢
房
。
冬
房
の
猶
子
だ
が
、
勧
修
寺
教
秀
男
で
、
経
郷
は
叔0

父
。
「
伯
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父
」
の
表
記
は
不
審
。　

⑮
軽
服　

両
親
な
ど
の
「
重
服
」
に
対
す
。
伯
叔
の
服
喪
期
間
は
三
箇
月
（
喪
葬
令
）
。　

⑯
懐
妊
の
人
、
五
カ

月
以
後
、
神
前
に
詣
で
ざ
る
事
な
り　

 

懐
妊
後
の
特
に
「
五
カ
月
」
以
後
神
事
を
避
け
る
こ
と
は
、『
延
喜
式
』
に
見
え
ず
、『
源
氏
物
語
』

若
菜
下
巻
の
明
石
女
御
懐
妊
に
よ
る
六
条
院
へ
の
退
出
が
早
い
。
「
い
つ
月
許
に
そ
な
り
給
へ
れ
は
神
わ
さ
な
と
に
事
つ
け
て
お
は
し
ま
す

な
り
け
り
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
）
。
実
隆
は
後
文
に
よ
る
と
、
藤
子
が
着
帯
は
未
だ
と
は
い
え
懐
妊
五
箇
月
以
上
の
身
で
神
前
に
参
る
の

を
止
め
ら
れ
ず
忸
怩
た
る
思
い
で
、
今
後
は
注
意
す
べ
き
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
、
忠
冨
に
対
す
る
発
言
か
ら
窺
え
る
。　

⑰
御
帯

の
加
持　

密
教
僧
に
よ
る
腹
帯
の
加
持
は
、
『
左
経
記
』
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
七
月
五
日
条
の
仁
海
僧
都
（
妊
婦
は
後
一
条
中
宮
藤
原

威
子
、
四
日
着
帯
）
、
『
中
右
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
正
月
五
日
条
の
仁
和
寺
覚
助
僧
正
（
鳥
羽
中
宮
藤
原
璋
子
）
、
『
愚
昧
記
』
治

承
元
年
（
一
一
七
七
）
十
一
月
七
日
条
の
醍
醐
座
主
乗
海
（
三
条
実
房
室
）
に
遡
る
。
東
海
林
亜
矢
子
「
平
安
・
鎌
倉
期
の
出
産
儀
礼
と

公
武

―
着
帯
儀
を
中
心
に
」
（
倉
本
一
宏
編
『
日
文
研
・
共
同
研
究
報
告
書
191　

貴
族
と
は
何
か
武
士
と
は
何
か
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
四
年
二
月
）

参
照
。　

⑱
青
蓮
院
准
后　

青
蓮
院
宮
尊
応
准
后
（
？
～
一
五
一
四
）
。
二
条
（
藤
原
）
持
基
男
。
青
蓮
院
門
跡
。
足
利
義
尚
主
催
『
将
軍

家
歌
合
』
（
一
四
八
二
）
を
は
じ
め
、
禁
裏
・
幕
府
の
歌
会
や
歌
合
に
出
席
。
『
実
隆
公
記
』
別
記
『
室
町
第
和
歌
打
聞
記
』
文
明
十
六
年

（
一
四
八
四
）
七
月
二
十
六
日
条
「
青
蓮
院
准
后
〈
天
台
座
主
尊
応
〉
、
詠
草
撰
│二

定
之
一

〈
五
百
首
内
、
百
十
八
、
九
首
、
撰
│二

出
之
一

〉
」
。    

⑲
領
状　

目
上
の
人
の
命
令
を
承
諾
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
。
承
知
。　

⑳
粟
屋
左
衛
門
尉　

六
日
条
。
粟
屋
親
栄
。　

㉑
『
八
雲
抄
』　

順
徳
院
編
の
歌
学
書
、
全
六
巻
。
巻
二
（
作
法
部
）
は
最
も
本
文
の
相
違
が
甚
し
い
（
久
曽
神
昇
『
校
本
八
雲
御
抄
と
そ
の
研
究
』
厚
生
閣
、
一

九
三
九
年
、
二
七
一
頁
）
。
親
栄
が
思
い
が
け
ず
入
手
し
た
本
に
「
第
二
巻
」
だ
け
「
余
分
」
が
あ
っ
た
理
由
か
。
実
隆
は
、
文
明
十
年
二
月

十
八
日
か
ら
御
前
で
『
順
徳
院
御
集
』
『
八
雲
御
抄
』
の
校
合
を
始
め
、
同
十
三
年
二
月
五
日
に
は
足
利
義
材
の
命
で
「
第
三
末
旧
冬
」
の

書
写
を
始
め
（
三
月
三
日
に
終
え
滋
野
井
教
国
に
校
合
さ
せ
た
上
で
進
上
）
、
同
十
八
年
八
月
二
十
三
日
条
や
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
九

月
二
十
一
日
至
二
十
四
日
条
紙
背
に
「
二
冊
」
「
一
帖
」
の
貸
与
が
見
え
、
永
正
五
年
二
月
十
三
日
条
に
自
ら
の
校
合
が
見
え
る
。
彼
は
古
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典
籍
の
「
銘
」
を
書
く
こ
と
も
よ
く
頼
ま
れ
た
。
永
正
六
年
閏
八
月
十
一
日
条
「
道
堅
法
師
、
来
臨
。
古
今
集
銘
、
所
望
。
則
書
遣
レ

之
」
。    

㉒
続
き
を
沙
汰
す
べ
き
の
由　

他
の
巻
も
入
手
す
る
こ
と
か
。　

㉓
自
愛　

嬉
し
い
気
持
ち
を
表
す
。

十
八
日
庚戌 

天
晴
、
雪
散
、
余
寒
超
例
年
、
匪
啻
也
事
歟
、
行
水
、
念
誦
如
例
、

青
女
密
々
向
鷹
司
、
今
度
誕
生
姫
君
奉
見
之
云　

　

々
、

徳
歓
首
座
来
臨
、

鋪
設
二
帖
令
替
面
、
自
丹
波
筵
五
枚
一

昨
夕
所
召
上
也
、

〔
註
釈
〕

十
八
日
、
庚
戌
。
天
晴
る
。
雪
散
る
。
余
寒
、
例
年
に
超
ゆ
。
①
啻た

だ

に
匪あ

ら

ざ
る
な
る
事
か
。
」
②
行
水
し
念
誦
、
例
の
ご
と
し
。
」

青
女
、
密
々
に
③
鷹
司
に
向
か
ふ
。
④
今
度
誕
生
の
姫
君
、
之
を
見
奉
る
と
云
々
。
」

⑤
徳
歓
首
座
、
来
臨
。
」

⑥
鋪ふ

設せ
つ

二
帖
、
替
面
せ
し
む
〈
丹
波
よ
り
の
莚
五
枚
、
⑦
一
昨
夕
、
召
し
上
ぐ
る
所
な
り
〉
。
」

①
啻
に
匪
ざ
る　
「
匪
啻
」
は
実
隆
が
主
に
気
象
・
天
候
の
異
常
を
評
す
る
際
の
語
。　

②
行
水
し
念
誦
、
例
の
ご
と
し　
「
行
水
、
念
誦
」

の
連
続
は
他
の
日
記
等
の
例
未
見
。　

③
鷹
司　

鷹
司
（
藤
原
）
兼
輔
（
一
四
八
〇
～
一
五
五
二
）
。
政
平
男
。
時
に
二
十
五
歳
、
正
二
位
、

権
大
納
言
（
『
補
任
』
）
。　

④
今
度
誕
生
の
姫
君　

兼
輔
女
。
実
隆
室
が
見
に
行
っ
た
の
は
、
兼
輔
室
で
姫
君
を
出
産
し
た
の
が
正
親
町
三

条
公
治
女
と
い
う
関
係
か
ら
か
。
正
親
町
三
条
家
は
、
三
条
西
家
の
本
家
で
あ
り
、
以
前
の
実
隆
の
武
者
小
路
の
邸
宅
は
東
隣
で
、
親
し

い
交
流
が
あ
っ
た
（
『
人
物
叢
書
』
）
。　

⑤
徳
歓
首
座　

東
福
寺
の
僧
。
永
正
二
年
正
月
十
八
日
条
「
徳
歓
首
座
、
来
臨
。
扇
子
、
被
レ

恵
レ

之
」
、
同
二
十
一
日
条
「
桂
陽
喝か

つ

食し
き

、
今
日
帰
レ

寺
（
東
福
寺
）
。
扇
一
本
、
遣
二

徳
歓
首
座
一

了
」
。　

⑥
鋪
設　

動
詞
で
は
な
く
、
敷
物
を
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指
す
。
丹
波
か
ら
届
い
た
筵
で
、
二
帖
の
表
面
を
張
り
替
え
た
。　

⑦
一
昨
夕　

一
昨
日
十
六
日
の
夕
。
十
四
日
条
に
よ
る
と
十
五
日
発

送
。

十
九
日
辛亥 

天
晴
、
道
堅
法
師
、
玄
清
、
前
菅
中
納
言
等
来
話
、
金
山
備
中
入
道
来
、
早
歌
本
持
来
之
、
早
歌
一
可
付
其
曲
、
先
年
室
町
殿

　

我
宿
は
道
わ
け
わ
ふ
る
人
も
あ
ら
し
い
く
へ
も
つ
も
れ
庭
の
白
雪

以
此
歌
早
歌
可
付
曲
之
由
被
仰
之
、
件
歌
書
入
之
一
曲
可
草
之
由
所
望
之
間
、
試
染
筆
了
、
比
興
事
也
、
抑
今
日
新
大
典
侍
著
帯
事
、
於

伯
二
位
許
有
此
事
、
新
典
侍
被
結
之
云　

　

々
、
御
帯
加
持
青
蓮
院
准
后
云　

　

々
、

〔
註
釈
〕

十
九
日
、
辛
亥
。
天
晴
る
。
」
①
道
堅
法
師
・
②
玄
清
・
③
前
菅
中
納
言
等
、
来
話
す
。
」
④
金
山
備
中
入
道
、
来
た
る
。
⑤
早
歌
の
本
、
之
を

持
ち
来
た
る
。
早
歌
一
つ
、
其
の
曲
を
付
く
べ
し
。
先
年
、
⑥
室
町
殿
、

　
⑦
我
宿
は
道
わ
け
わ
ぶ
る
人
も
あ
ら
じ
い
く
へ
も
つ
も
れ
庭
の
白
雪

此
の
歌
を
以
て
、
早
歌
に
曲
を
付
く
べ
き
の
由
、
之
を
仰
せ
ら
る
。
件
の
歌
、
之
を
書
き
入
れ
、
一
曲
草
す
べ
き
の
由
、
所
望
の
間
、
試

み
に
筆
を
染
め
了
ん
ぬ
。
⑧
比
興
の
事
な
り
。
」
抑
そ
も
、
今
日
の
⑨
新
大
典
侍
著
帯
の
事
、
⑩
伯
二
位
の
許
に
於
い
て
此
の
事
有
り
。
⑪
新

典
侍
、
之
を
結
ば
る
と
云
々
。
御
帯
の
加
持
、
⑫
青
蓮
院
准
后
と
云
々
。
」

①
道
堅
法
師　

岩
山
道
堅
（
？
～
一
五
三
二
）
。
第
九
代
将
軍
足
利
義
尚
（
一
四
七
三
～
一
四
八
九
）
に
仕
え
た
後
に
出
家
し
、
名
を
尚ひ

さ

宗む
ね

か
ら
道
堅
に
改
め
る
。
和
歌
打
聞
『
撰
藻
鈔
』
編
纂
事
業
で
は
「
書
手
」
と
し
て
参
加
。
作
品
に
『
道
堅
法
師
自
歌
合
』
な
ど
。
『
道
堅
法

師
家
集
』
は
後
代
の
他
撰
。
『
実
隆
公
記
』
に
度
々
そ
の
名
が
見
え
、
永
正
期
以
降
、
実
隆
を
中
心
と
し
た
公
家
歌
人
ら
と
和
歌
を
詠
む
。

五
日
条
⑨
、
九
日
条
②
、
十
四
日
条
⑥
⑧
、
十
七
日
条
㉑
の
各
註
参
照
。　

②
玄
清　

七
日
条
。　

③
前
菅
中
納
言　

高
辻
（
菅
原
）
長
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直
（
一
四
四
一
～
一
五
二
二
）
。
章
長
（
九
日
条
）
の
父
。
時
に
六
十
四
歳
、
従
二
位
、
前
権
中
納
言
・
式
部
大
輔
（
『
補
任
』
）
。　

④
金
山

備
中
入
道　

金
山
元
実
（
生
没
年
未
詳
）
。
持
実
男
。
金
山
氏
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
で
、
代
々
早
歌
の
担
い
手
と
し
て
知
ら
れ
る
。
明
応

八
年
（
一
四
九
九
）
正
月
二
十
二
日
条
「
及
レ

晩
、
金
山
入
道
来
、
早
歌
一
曲
、
有
レ

興
之
間
、
勧
二

一
盞
一

了
」
。
『
実
隆
公
記
』
で
は
明
応

六
年
（
一
四
九
七
）
か
ら
永
正
四
年
ま
で
の
間
、
実
隆
邸
へ
の
来
訪
が
確
認
で
き
る
。　

⑤
早
歌　

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て

主
と
し
て
武
家
に
流
行
し
た
謡
い
物
。
テ
ン
ポ
が
速
い
。　

⑥
室
町
殿　

足
利
義
澄
（
一
四
八
〇
～
一
五
一
一
）
。
細
川
政
元
が
足
利
政
知

男
の
清せ

い

晃こ
う

を
還
俗
さ
せ
て
第
十
一
代
将
軍
と
し
た
。
初
め
義よ

し

遐と
お

、
次
に
義
高
、
次
に
義
澄
と
改
名
。
時
に
二
十
五
歳
。
上
冷
泉
為
広
（
一

四
五
〇
～
一
五
二
六
）
を
歌
道
師
範
と
し
て
重
用
。　

⑦
我
宿
は
道
わ
け
わ
ぶ
る
…　
「
尋
ね
き
て
道
わ
け
わ
ぶ
る
人
も
あ
ら
じ
い
く
へ
も

つ
も
れ
庭
の
白
雪
」
（
『
新
古
今
集
』
冬
歌
・
六
八
二
・
雪
の
朝
、
大
原
に
て
よ
み
侍
り
け
る
・
寂
然
法
師
）
と
初
句
の
み
異
な
る
。
義
澄
は
金
山
元
実

を
寄
越
し
て
、
当
該
和
歌
を
用
い
て
早
歌
を
作
る
よ
う
実
隆
に
再
度
依
頼
し
た
か
。
宮
川
葉
子
氏
は
「
備
中
入
道
が
早
歌
の
曲
を
付
け
た

義
澄
の
和
歌
（
中
略
）
の
染
筆
を
依
頼
」
と
解
さ
れ
る
（
『
三
条
西
実
隆
と
古
典
学
』
風
間
書
房
、
一
九
九
五
年
、
一
二
九
頁
）
。　

⑧
比
興　

面
白

く
興
あ
る
こ
と
。　

⑨
新
大
典
侍　

十
七
日
条
。
勧
修
寺
藤
子
。　

⑩
伯
二
位　

十
一
日
条
。
白
川
忠
富
。　

⑪
新
典
侍　

四
日
条
。
庭

田
源
子
。　

⑫
青
蓮
院
准
后　

十
七
日
条
。
尊
応
法
親
王
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
本
学
大
学
院
研
修
者
・
本
学
教
授
）


